
天
永
の
記
録
所
に
つ
い
て

|
|
記
録
所
の
設
置
目
的
|
|

問
題
の
所
在

延
久
元
年
(
一

O
六
九
)
後
三
条
天
皇
が
記
録
荘
園
券
契
所
を
置
い

て
荘
園
整
理
令
の
執
行
機
関
と
し
て
以
降
、
白
河
院
政
期
の
天
永
、
後

白
河
親
政
期
の
保
元
、
後
白
河
院
政
期
の
文
治
と
、
あ
わ
せ
て
四
回
記

録
所
が
開
設
さ
れ
た
。
従
来
、
延
久
記
録
所
は
A
荘
園
整
理
令
の
執
行

機
関
、
天
永
記
録
所
は
B
国
司
・
荘
園
間
の
所
領
相
論
の
審
理
機
関
、

保
元
記
録
所
は
A
・
B
両
機
能
、
文
治
記
録
所
は
朝
廷
の
永
続
的
民
事

訴
訟
機
関
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
院
政
期
国
家
論
へ
の
関
心

の
高
ま
り
を
背
景
に
、
記
録
所
の
訴
訟
機
関
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す

る
研
究
が
相
次
い
で
お
り
、
ま
た
記
録
所
の
財
政
や
流
通
へ
の
関
与
を

中
世
国
家
の
あ
ら
た
な
機
能
と
し
て
重
視
す
る
傾
向
も
あ
る
。
と
く
に

最
近
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
訴
訟
制
度
の
実
態
解
明
と
い
う
関
心
か

ら
、
文
治
記
録
所
の
そ
の
後
の
展
開
の
研
究
が
す
す
ん
で
い
る
。
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向

井

音E

彦

と
こ
ろ
で
七

0
年
代
後
半
か
ら
八

O
年
に
か
け
て
、
記
録
所
の
訴
訟

機
能
を
重
視
す
る
視
角
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
棚
橋
光
男
氏
と

私
は
、
院
政
期
の
訴
訟
制
度
の
中
心
が
、
臨
時
に
設
置
さ
れ
る
記
録
所

で
は
な
く
、
太
政
官
の
公
卿
会
議
で
あ
る
陣
定
と
太
政
官
の
事
務
処
理

機
舟
マ
あ
る
「
官
底
」
(
弁
官
局
文
般
)
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
う
な
る
と
記
録
所
は
な
ぜ
置
か
れ
た
の
か
、
記
録
所
の
独
自

の
機
能
は
伺
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
そ
こ
で
五
味
文
彦
氏
・
上
杉
和
彦
氏
ら
は
、
国
街
荘
園
間

の
訴
訟
の
増
加
に
よ
っ
て
弁
官
局
の
訴
訟
機
能
に
限
界
が
生
じ
、
そ
れ

を
克
服
す
る
た
め
に
記
録
所
を
置
い
た
こ
と
に
画
期
的
意
義
を
見
い
だ

さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
見
解
の
難
点
は
、
な
ぜ
記
録
所
は
永
続
せ
ず
に

数
年
で
解
散
し
、
限
界
に
達
し
て
い
る
は
ず
の
「
官
底
」
が
相
論
審
理

機
関
と
し
て
復
活
し
て
い
る
の
か
が
説
明
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
相
論

審
理
機
能
を
中
心
に
据
え
た
の
で
は
記
録
所
問
題
は
解
け
な
い
。

一
方
、
七

0
年
代
以
降
、
荘
園
整
理
令
研
究
が
め
ざ
ま
し
く
進
展
し



天永の記録所について(下向井)

た
。
石
井
進
・
網
野
善
彦
氏
は
延
久
荘
園
整
理
令
の
目
的
が
、
た
ん
に

荘
園
を
停
廃
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
荘
園
公
領
を

問
わ
ず
一
国
平
均
役
を
賦
課
す
る
た
め
に
荘
園
件
恒
街
領
の
区
分
を
明

確
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
つ
い
で
市
田
弘
昭

氏
は
、
平
安
後
期
の
荘
園
整
理
令
が
焼
亡
し
た
内
裏
の
再
建
の
た
め
の

一
国
平
均
役
H
造
内
裏
役
の
賦
課
範
囲
を
明
確
に
す
る
と
い
う
具
体
的

政
策
目
的
の
も
と
に
発
令
さ
れ
た
こ
と
を
解
明
さ
れ
た
。
荘
園
整
理
令

が
内
裏
造
営
を
契
機
に
発
布
さ
れ
た
の
な
ら
、
記
録
所
は
い
か
な
る
契

機
で
開
設
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
論
点
が
当
然
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
延
久
・
保
元
・
文
治
の
記
録
所
の
場
合
、
荘
園
整
理
令
と
対
応

し
て
い
る
が
、
天
永
の
記
録
所
の
場
合
、
い
ま
の
と
こ
ろ
全
国
を
対
象

に
し
た
荘
園
整
理
令
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
記
録
所
が
荘
園
整

理
令
に
対
応
し
て
設
置
さ
れ
た
と
い
う
見
解
は
登
場
し
て
い
な
い
(
実

は
こ
こ
に
盲
点
が
あ
る
の
だ
が
)
。
そ
こ
で
福
島
正
樹
氏
は
、
天
皇
の

代
初
め
な
ど
に
出
さ
れ
る
包
括
的
政
策
で
あ
る
「
新
制
」
(
延
久
・
保

元
整
理
令
も
新
制
で
あ
る
)
の
執
行
機
関
と
し
て
開
設
さ
れ
た
と
主
張

さ
れ
、
天
永
に
も
新
制
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
勺
ま
た

美
川
圭
氏
は
、
荘
園
整
理
令
と
同
様
、
一
国
平
均
役
賦
課
範
囲
を
明
確

に
す
る
目
的
で
開
設
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ
、
天
永
に
は
造
内
裏
役
は
賦

課
さ
れ
て
い
な
い
が
、
伊
勢
神
宮
役
夫
工
米
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
見
解
は
、
記
録
所
の
臨
時
的
性
格
の
説

明
を
意
図
さ
れ
た
点
で
は
評
価
で
き
る
が
、
院
政
期
に
発
布
さ
れ
た
す

べ
て
の
新
制
に
記
録
所
が
開
設
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
す
べ
て
の
一

国
平
均
役
賦
課
に
対
応
し
て
記
録
所
が
開
設
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い

う
点
で
、
説
明
に
成
功
し
て
い
な
い
。
問
題
は
、
な
ぜ
延
久
・
天
永
・

保
元
・
文
治
の
場
合
の
み
記
録
所
が
置
か
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。

そ
こ
で
記
録
所
設
置
問
題
を
、
訴
訟
審
理
一
般
、
荘
園
整
理
令
一
般
、

一
国
平
均
役
賦
課
一
般
、
「
新
制
」
一
般
と
結
び
付
け
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
所
の
特
殊
具
体
的
な
役
割
・
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
の
立
て
方
が
必
要
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
特
殊
具
体
的
と
は

い
っ
て
も
荘
園
公
領
制
の
進
展
に
対
応
す
る
政
策
と
い
う
点
で
は
一
貫

し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
所
が
置
か
れ
た
段
階
で
直
面
し

て
い
た
荘
園
公
領
問
題
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
王
朝
国
家
の
荘
園

公
領
政
策
の
観
点
か
ら
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
延
久
・
保
元
・

文
治
の
場
合
、
「
寛
徳
二
年
以
後
之
新
立
庄
、
或
嫌
二
億
伯
地
一
相
ゴ
博
脂

映
↓
或
恋
駈
-
一
平
民
主
コ
隠
公
田
ベ
或
無
ニ
定
坪
付
一
庄
、
或
諸
庄
園
所

在
領
主
、
国
語
一
惚
数
」
の
注
進
(
延
久
)
、
「
社
領
井
神
事
用
途
」
「
寺

市
守
仏
事
用
途
」
の
注
進
(
保
元
)
、
「
年
中
式
日
公
事
用
途
」
の
「
式

数
」
勘
申
(
文
治
)
と
、
固
有
の
政
策
と
そ
れ
を
実
行
す
る
作
業
チ
ー

ム
の
必
要
性
を
た
だ
ち
に
想
定
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
通
説
的
理
解
に

立
つ
な
ら
天
永
だ
け
が
異
質
の
存
在
と
し
て
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
天
永
の
訴
訟
審
理
機
関
と
し
て
の
画
期
性
の
強
調
は
、
「
官

底
」
を
中
心
と
す
る
訴
訟
制
度
研
究
の
進
展
の
な
か
で
色
あ
せ
て
き
た

し
、
従
来
訴
訟
審
理
は
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
き
た
延
久
記
録
所
も
荘

園
整
理
過
程
で
発
生
し
許
骨
街
荘
園
間
の
訴
訟
を
審
理
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
天
永
記
録
所
は
、
設
置
の
さ
い

「
国
司
と
本
家
の
相
論
の
と
き
検
知
す
る
」
と
い
う
職
務
が
与
え
ら
れ

て
お
り
(
『
中
右
記
」
天
永
二
年
九
月
九
日
条
)
、
こ
の
記
事
か
ら
天
永
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記
録
所
の
画
期
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
奇
妙
な
の
は
、
そ
の

一
方
で
、
延
久
・
保
元
の
間
に
あ
っ
て
そ
の
小
規
模
性
・
消
極
性
も
強

調
さ
れ
て
お
り
、
天
永
期
を
院
政
期
訴
訟
制
度
確
立
の
画
期
と
と
ら
え

る
研
究
者
は
誰
も
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
天
永
記
録
所
設
置
を
必
然
化

し
た
特
殊
具
体
的
な
政
策
は
伺
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
課
題
を
設
定
し

て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
重
要
な
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
の

が
、
石
井
進
氏
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
誰
の
注
目
を
引
く
こ
と
も
な
か

っ
た
、

J
f
J
A
記
録
所
と
天
永
の
伊
勢
太
神
宮
領
注
進
と
の
関
連
性
の
問

題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
永
記
録
所
だ

け
で
な
く
、
延
久
か
ら
文
治
ま
で
の
記
録
所
設
置
の
目
的
の
個
別
性
と

一
般
性
が
明
ら
か
に
な
る
。

註
(
1
)

橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」
(
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
」
吉

川
弘
文
館
初
出
『
日
本
歴
史
」
一
一
六
一
号
一
九
七

O
年
二
月
)
、

佐
々
木
文
昭
「
平
安
・
鎌
倉
初
期
の
記
録
所
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
歴
史
』

三
五
一
号
一
九
七
七
年
八
月
)

(
2
)

大
石
直
正
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
(
『
日
本
史
を
学
ぶ
』

2

中
世
有
斐
閣
一
九
七
五
年
一

O
月
)
、
佐
々
木
前
掲
註

(
1
)
論

文
、
拙
稿
「
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
け
る
権
門
間
相
論
裁
定
手
続
に
つ

い
て
」
(
「
史
学
研
究
』
一
四
八
号
一
九
八

O
年
五
月
)
、
五
味
文
彦

「
在
園
・
公
領
と
記
録
所
」
(
「
院
政
期
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社

一
九
八
四
年
一
一
月
)
、
上
杉
和
彦
「
摂
関
院
政
期
の
明
法
家
と
王
朝

国
家
」
(
『
史
学
雑
誌
」
九
五
編
一
一
号
一
九
八
六
年
一
一
月
)
、
同

「
十
一
世
紀
の
朝
廷
訴
訟
制
度
」
(
『
人
民
の
歴
史
学
』
一
一

O
号

一

九
九
一
年
一
二
月
)
、
美
川
圭
「
院
政
に
お
け
る
政
治
構
造
」
(
「
日
本

史
研
究
』
三

O
七
号
一
九
八
八
年
三
月
)
、
今
正
秀
「
院
政
期
国
家

論
の
再
構
築
に
む
け
て
」
(
「
史
学
研
究
』
一
九
二
号
一
九
九
一
年
六

月
)
な
ど
。

(
3
)

大
石
直
正
「
鎌
倉
幕
府
体
制
の
成
立
」
(
前
掲
書
)
、
福
島
正
樹
「
中

世
成
立
期
の
国
家
と
勘
会
制
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
五
六

O
号

一

九

八

六
年
一

O
月
)
、
同
「
平
安
後
期
の
国
家
と
財
政
」
(
『
古
代
史
研
究
の

最
前
線
」

2

雄
山
閣
一
九
八
六
年
一
一
月
)

(
4
)

堀
内
寛
康
「
文
治
記
録
所
の
一
考
察
」
(
竹
内
編
『
荘
園
制
社
会
と

身
分
構
造
」
校
倉
書
一
房
一
一
九
八

O
年
四
月
)
、
本
郷
和
人
「
鎌
倉
時

代
の
朝
廷
訴
訟
制
度
に
関
す
る
一
考
察
」
(
石
井
編
『
中
世
の
人
と
政

治
」
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
年
七
月
)
、
永
井
英
治
「
鎌
倉
前
期
の

公
家
訴
訟
制
度
」
(
「
年
報
中
世
史
研
究
」
一
五
号
一
九
九

O
年
五
月
)
、

玉
井
力
「
文
治
の
記
録
所
に
つ
い
て
」
(
『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
六
号

一
九
九
一
年
五
月
)

(
5
)

棚
橋
光
男
「
院
政
期
の
訴
訟
制
度
」
(
「
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』

塙
書
房
初
出
「
日
本
史
研
究
』
一
九
四
号
一
九
七
八
年
一

O
月、

『
歴
史
学
研
究
』
四
八
三
号
一
九
八

O
年
八
月
)
、
前
掲
拙
稿
註

(
2
)

論
文
。
な
お
、
棚
橋
説
と
私
見
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
書
評

棚
橋
光
男
著
「
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
」
」
(
『
日
本
史
研
究
』
二
七

二
号
一
九
八
五
年
四
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)

五
味
・
上
杉
前
掲
註

(
2
)
論
文
。
な
お
上
杉
「
十
一
世
紀
の
朝
廷

訴
訟
制
度
」
は
主
と
し
て
前
掲
拙
稿
註

(
2
)
論
文
を
批
判
し
な
が
ら

論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
①
「
権
門
間
相
論
」
を
対
象
に
し
た
も
の
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で
朝
廷
訴
訟
制
度
の
解
明
に
な
っ
て
い
な
い
と
の
批
判
、
②
一
一
世
紀

中
葉
に
お
け
る
相
論
裁
定
手
続
き
の
転
換
(
太
政
官
へ
の
提
訴
の
集
中
、

現
場
検
証
の
た
め
の
官
使
派
遣
)
へ
の
反
証
の
提
示
、
①
拙
稿
に
対
置

さ
せ
て
一
一
世
紀
初
頭
に
お
け
る
相
論
増
加
と
史
の
権
限
強
化
と
い
う

論
点
の
提
示
、
こ
の
い
ず
れ
も
説
得
力
に
欠
け
る
。
①
に
つ
い
て
、
拙

稿
は
、
長
久
の
造
内
裏
役
賦
課
を
契
機
と
す
る
国
街
権
門
間
相
論
の
増

加
を
前
提
に
立
論
し
、
国
街
権
門
間
相
論
の
場
合
に
も
基
本
的
に
適
用

さ
れ
る
も
の
と
し
て
提
示
し
た
。
国
街
権
門
間
相
論
の
裁
定
手
続
き
が

拙
稿
で
モ
デ
ル
化
し
た
手
続
き
と
異
な
る
こ
と
を
提
示
さ
れ
な
い
か
ぎ

り
、
①
の
批
判
は
成
立
し
な
い
。
②
に
つ
い
て
、
提
示
さ
れ
た
史
料
は
、

国
街
領
内
所
職
を
め
ぐ
る
相
論
が
国
街
に
提
訴
さ
れ
て
い
る
事
例
(
一

一
世
紀
中
葉
以
降
)
や
論
所
実
検
と
は
異
な
る
任
務
の
官
使
派
遣
の
事

例
(
一
一
世
紀
中
葉
以
前
)
で
あ
り
、
拙
稿
へ
の
反
証
に
は
な
り
え
な

い
。
③
の
よ
う
な
顕
著
な
傾
向
は
検
出
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
以
上
に

と
ど
め
、
機
会
を
改
め
て
詳
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(
7
)

前
掲
拙
稿
註

(
2
)
論
文
の
「
記
録
所
は
、
官
文
殿
の
「
文
書
対
決
」

-
勘
申
事
務
を
他
の
諸
機
能
か
ら
分
離
独
立
さ
せ
、
審
理
の
合
理
化
・

迅
速
化
を
ね
ら
っ
た
機
関
で
あ
る
。
・
・
・
記
録
所
は
実
質
的
に
訴
の

受
理
、
訴
陳
の
媒
介
、
審
理
か
ら
判
決
の
布
告
ま
で
一
貫
し
て
行
う
訴

訟
専
門
機
関
だ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
訴
訟
機
能
の
み
に
目
を
奪
わ

れ
て
い
た
点
に
お
い
て
、
一
面
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
組
織
・
機
能

の
特
徴
づ
け
は
次
節
で
詳
述
す
る
よ
う
に
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

(
8
)

石
井
進
「
院
政
時
代
」
(
『
講
座
日
本
史
」

2

東
大
出
版
会
一
九

七

O
年
五
月
)
、
網
野
善
彦
「
荘
園
公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
(
『
土
地

制
度
史
I
』
山
川
出
版
社
一
九
七
三
年
六
月
)
。
近
年
の
研
究
で
は
、

詫
間
直
樹
「
延
久
度
造
営
事
業
と
後
三
条
親
政
」
(
『
書
陵
部
紀
要
」
四

O
号
一
九
八
九
年
三
月
)
が
注
目
さ
れ
る
。

(
9
)

市
田
弘
昭
「
平
安
後
期
の
荘
園
整
理
令
」
(
『
史
学
研
究
』
一
五
三
号

一
九
八
一
年
九
月
)

(
印
)
福
島
前
掲
註

(
3
)
論
文

(
日
)
美
川
前
掲
註

(
2
)
論
文

(
ロ
)
後
期
王
朝
国
家
の
対
荘
園
政
策
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
前
掲

拙
稿
註

(
2
)
論
文
で
一
般
的
に
論
じ
た
が
、
そ
の
後
、
市
田
弘
昭
「
王

朝
国
家
期
の
地
方
支
配
と
荘
園
整
理
令
」
(
「
日
本
歴
史
』
四
四
五
号

一
九
八
五
年
)
が
、
「
寛
徳
二
年
以
後
」
の
新
立
荘
園
停
止
を
命
じ
る

「
官
符
」
「
宣
旨
」
を
背
景
に
行
う
国
司
初
任
検
注
(
一
国
令
)
が
後

期
王
朝
国
家
の
一
貫
し
た
対
荘
園
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
詳
論
し
、
今

前
掲
註

(
2
)
論
文
は
「
加
納
」
「
龍
作
公
田
」
停
止
が
後
期
王
朝
国

家
を
通
じ
て
一
貫
し
た
対
荘
園
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
な
お
、
坂
本
賞
三
『
荘
園
制
成
立
と
王
朝
国
家
」
(
塙
選
書
一

九
八
五
年
六
月
)
、
詫
間
直
樹
「
一
国
平
均
役
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
坂

本
賞
三
編
『
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
年

三
月
)
、
同
前
掲
註

(
8
)
論
文
も
参
照
の
こ
と
。

(
日
)
百
巻
本
東
大
寺
文
書
二
十
四
号
延
久
元
年
八
月
升
九
日
筑
前
国
嘉
麻

郡
司
解
(
『
平
安
遺
文
』
一

O
三
九
号
)

(
U
)

『
兵
範
記
」
保
元
元
年
間
九
月
十
八
日
条

(
日
)
「
玉
葉
』
文
治
三
年
二
月
升
八
日
条

(
凶
)
美
川
前
掲
註

(
2
)
論
文
。
な
お
、
美
川
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
事
例
は
、

荘
園
整
理
過
程
で
提
起
さ
れ
た
国
街
・
荘
園
間
相
論
で
あ
る
が
、
伊
勢

国
曽
祢
庄
田
を
め
ぐ
る
醍
醐
寺
と
豊
受
宮
前
祢
宜
度
会
連
頼
の
相
論
の
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裁
定
宣
旨
の
発
給
が
、
記
録
所
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
(
後

掲
表
1
参
照
)
、
記
録
所
勤
奏
に
も
と
づ
く
裁
定
の
可
能
性
が
高
い
(
醍

醐
雑
事
記
十
二
所
収
延
久
四
年
三
月
十
三
日
官
宣
旨
『
平
安
遺
文
』
一

O
七
四
号
)
。
と
す
れ
ば
、
延
久
記
録
所
開
設
期
間
中
に
提
起
さ
れ
た

相
論
の
多
く
は
、
記
録
所
で
勘
決
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

(
げ
)
五
味
前
掲
註

(
3
)
論
文

(
凶
)
石
井
進
「
天
永
二
年
の
伊
勢
神
宮
領
注
進
状
」
(
「
日
本
歴
史
』
三
五

O
号
一
九
七
七
年
七
月
)

一
、
天
永
記
録
所
の
組
織
と
運
営

ま
ず
天
永
記
録
所
の
機
構
上
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
天

永
二
年
(
一
一
一
一
)
九
月
三
日
、
権
中
納
言
中
御
門
宗
忠
は
「
中
右

記
』
に
「
参
レ
院
、
召
一
一
御
前
↓
・
:
其
次
庄
園
記
録
所
上
卿
井
弁
可
レ
被
レ

置
事
被
レ
仰
、
帰
レ
家
之
後
以
ニ
書
状
一
申
-
殿
下
一
了
、
屈
天
不
レ
能
二
重
奏

一
也
」
(
同
日
条
)
と
記
し
て
い
る
。
白
河
院
は
信
任
あ
つ
い
宗
忠
を
呼

び
出
し
、
記
録
所
上
卿
お
よ
び
弁
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
か
ら
上
卿

を
務
め
る
よ
う
命
じ
た
。
宗
忠
は
、
帰
宅
し
た
あ
と
そ
の
旨
を
関
白
忠

実
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
任
務
の
重
大
さ
に
し
り
込
み
し
つ
つ
も
、

院
の
決
意
に
圧
倒
さ
れ
て
辞
退
で
き
な
い
苦
衷
を
「
屈
天
不
レ
能
一
一
重
奏

一
也
」
と
結
ん
で
い
(
品
。
記
録
所
は
白
河
院
の
強
い
意
思
に
よ
っ
て
設

置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

天
永
記
録
所
は
、
「
蔵
人
弁
雅
兼
来
仰
云
、
庄
園
記
録
所
上
卿
可
一
一
奉

行
↓
弁
雅
兼
、
大
外
記
師
遠
、
大
夫
史
盛
仲
、
明
法
博
士
信
貞
可
レ
為
ニ

寄
人
↓
便
仰
-
一
左
少
弁
一
了
、
是
依
一
一
延
久
例
一
被
ニ
仰
下
一
者
」
(
同
九
月

九
日
条
)
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
卿
|
蔵
人
弁
|
寄
人
で
構
成
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
蔵
人
弁
源
雅
兼
が
院
か
ら
提
示
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
を

宗
忠
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
院
は
ス
タ
ッ
フ
の
人
選
も
行
っ
た
。
院

が
選
定
し
た
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
、
「
中
原
師
遠
候
一
一
記
録
所
↓
左
少
弁

源
雅
兼
伝
宜
、
権
中
納
言
宗
忠
宜
、
奉
レ
勅
、
左
大
史
盛
仲
奉
レ
之
」
(
「
地

下
家
伝
』
巻
二
大
外
記
押
小
路
大
外
記
)
と
、
上
卿
宗
忠
が
「
延

久
例
」
に
な
ら
っ
て
奉
勅
宣
旨
で
補
任
を
伝
え
て
い
る
。
補
任
宣
旨
の

奉
行
弁
・
奉
者
(
史
)
は
と
も
に
記
録
所
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。
設
置
場

所
は
、
「
今
日
庄
園
記
録
所
事
始
也
、
以
一
一
太
政
官
朝
所
一
為
ニ
其
所
-
」

(
同
十
月
五
日
条
)
と
、
延
久
記
録
所
と
同
様
、
太
政
官
朝
所
(
あ
い

た
ん
ど
こ
ろ
)
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
太
政
官
の
食
堂
ホ

l
ル
と
も
い
う

べ
き
空
間
で
あ
っ
た
(
図
1
)
。

従
来
の
官
司
と
異
な
る
記
録

所
の
特
徴
は
、
寄
人
の
評
定
に

よ
っ
て
統
一
見
解
を
作
成
し
、
市

答
申
す
る
こ
と
で
あ
る
。
朝
所
劃
一
同

が
記
録
所
に
宛
て
ら
れ
た
の
臓

は
、
食
堂
ホ

l
ル
が
、
寄
人
評
議

定
の
場
と
し
て
好
都
合
だ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
朝
所
で
の
評
固

定
に
は
、
「
予
件
上
卿
、
然
市

上
卿
不
レ
参
-
一
彼
所
一
」
と
あ
る

よ
う
に
上
卿
は
加
わ
ら
ず
、
「
座
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天永の記録所について(下向井)

二
行
、
期
目
耕
一
は
四
一
弘
司
油
、
諸
司
兼
居
レ
膳
、
三
献
了
被
レ
下
文
書
中
九
条

前
太
政
大
臣
家
与
ニ
右
京
大
夫
家
俊
朝
臣
一
相
論
文
書
等
大
略
勘
始
」
(
同

上
)
と
、
寄
人
た
ち
が
東
西
二
列
に
対
座
し
(
西
座
は
弁
・
史
・
外
記
、

東
座
は
諸
道
博
士
ら
)
、
院
か
ら
命
じ
ら
れ
た
案
件
(
文
書
)
に
つ
い

て
審
理
(
「
勘
注
」
)
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
寄
人
に
は
、
大
夫
史
・
外

記
・
明
法
博
士
・
明
経
博
士
・
文
章
博
士
ら
、
実
務
官
人
・
学
者
た
ち

が
選
ば
れ
た
。
従
来
、
天
永
記
録
所
の
寄
人
は
六
人
で
あ
り
、
保
元
記

録
所
の
十
二
人
に
く
ら
べ
て
小
規
模
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、

記
録
所
始
め
の
評
定
に
出
席
し
た
の
が
六
人
で
、
「
余
寄
人
不
参
」
と

あ
る
よ
う
に
(
向
上
)
、
他
の
寄
人
は
欠
席
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

と
さ
ら
小
規
模
と
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
寄
人
H
専
門
家
集
団

の
評
定
に
よ
っ
て
統
一
見
解
を
作
成
す
る
と
こ
ろ
に
記
録
所
の
独
特
の

意
義
が
あ
わ
)
官
問
注
の
作
法
な
ど
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
司
会
進
行
係

は
弁
、
文
書
を
読
み
上
げ
、
発
言
を
筆
録
す
る
の
は
史
の
役
割
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
寄
人
の
な
か
に
は
大
夫
史
小
槻
盛
仲
と
六
位
史
友
貞
の
二

人
が
入
っ
て
い
る
(
向
上
)
。
評
定
の
結
果
を
記
し
た
文
書
が
左
に
あ

げ
る
「
勘
注
状
」
で
あ
る
。

記
録
圧
園
券
契
所

勘
注
言
上
東
大
寺
与
一
員
福
寺
一
相
論
伊
賀
国
管
名
張
郡
内
梁
瀬

中
村
矢
川
等
村
理
非
子
細
事
、

東
大
寺
所
進

I

l

l

i

-

-

-

-

-

一
通

l

i

l

i

-

-

-

興
福
寺
所
進
門
川

一
通

l

i

l

i

-

-

-

寺
文

天書

日円高
U喧
何
勘
注

上

如

件

(

書

)

(

信

貞

)

口
法
博
士
伯
佐
権
介
三
善
朝
臣

lu原
朝
臣

紀
伊
介
清
原
朝
臣

(
盛
仲
)

左
大
史
兼
算
博
士
播
磨
介
小
槻
宿
祢

(
敦
光
}

周
防
権
介
藤
原
朝
臣

(
師
連
)

l
u主
計
調
謙
外
記
助
教
播
磨
権
介
中
原
朝
巨

木
工
頭
源
朝
臣

こ
れ
に
は
弁
お
よ
び
評
定
に
参
加
し
た
す
べ
て
の
寄
人
が
署
判
し
て

い
る
。
こ
の
「
勘
注
状
」
は
史
が
書
い
て
弁
を
経
て
上
卿
に
提
出
さ
れ
、

上
卿
か
ら
「
記
録
荘
園
券
契
所
勘
奏
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
弁
と
同
一

人
物
で
あ
る
蔵
人
源
雅
兼
を
通
し
て
白
河
院
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

さ
て
記
録
所
が
、
上
卿
|
弁
|
史
い
う
太
政
官
政
務
処
理
ス
タ
ッ
フ

を
含
み
、
か
つ
弁
が
蔵
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
記
録
所
が
案
件
を
受
理
し
、
整
理
し
、
寄
人
の
評
定
に
か
け
、
院

の
裁
許
を
受
け
、
記
録
所
で
裁
定
官
符
を
作
成
し
、
発
給
す
る
と
い
う
、

案
件
の
一
貫
処
理
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
来
、
独
自
文

書
を
発
給
し
て
い
る
か
い
な
い
か
ペ
)
記
録
所
の
「
自
立
性
・
独
立
性
」

が
云
々
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
記
録
所
の
右
の
側
面
こ
そ
重
視

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
明
快
に
示
す
実
例
が
、
東
寺
と
丹
波

国
司
の
大
山
荘
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
あ
る
。
訴
訟
の
内
容
で
は
な
く
、
訴
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訟
進
行
過
程
と
文
書
発
給
主
体
に
注
目
し
て
一
連
の
文
書
を
抄
出
し
て

み
よ
う
。

A
左
弁
官
下
丹
波
国

応
レ
令
下
国
司
言
制
上
子
細
上
東
寺
領
大
山
圧
事

右
、
得
二
彼
寺
今
月
十
日
解
状
-
偶
、
:
:
:
同
被
レ
下
-
一
宣
旨
一
、
可
レ

被
レ
為
-
ユ
守
領
一
者
、
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
宗
忠
宜
、
奉
レ
勅
、
宜

レ
令
下
彼
国
司
言
刷
上
件
子
細
上
者
、
国
宜
承
知
、
依
レ
宣
行
レ
之
、

天

永

三

年

九

月

升

三

日

大

史

小

槻

宿

祢

少
弁
源
朝
臣

B 

応
レ
令
下
東
寺
且
進
コ
上
公
験
正
文
↓
且
弁
引
申
子
細
上
丹
波
国
司

訴
申
寺
領
大
山
圧
事

右
、
得
-
盈
国
守
藤
原
朝
臣
忠
隆
去
年
十
二
月
升
三
日
陳
状
一
倍
、

去
九
月
升
三
日
宣
旨
倍
、
宜
ν
令
一
二
国
司
言
二
上
件
子
細
一
者
、
謹

所
レ
請
如
レ
件
、
抑
就
-
一
宣
下
状
↓
情
案
一
一
事
情
一
、
・
・
・
委
細
之

趣
、
見
ニ
在
庁
官
人
解
状
一
者
、
左
少
弁
源
朝
臣
雅
兼
伝
宜
、
権
中

納
言
藤
原
朝
臣
宗
忠
宜
、
奉
レ
勅
、
宜
レ
令
下
彼
寺
且
進
コ
上
公
験

正
文
↓
且
弁
刷
申
子
細
上
者
、

天
永
田
年
二
月
一
日

左
大
史
小
槻
宿
祢
奉

C
太
政
官
牒
東
寺

応
下
任
ニ
康
和
四
年
宣
旨
↓
停
ゴ
止
国
司
妨
↓
為
中
寺
領
上
丹
波
国

字
大
山
庄
壱
処
事
、

在
管
多
紀
郡

四
至
鞭
剛
山
田
畑
一
問
一
甜
一
日

右
、
太
政
官
今
日
下
一
一
彼
国
符
一
俗
、
記
録
庄
園
券
契
所
去
八
月
十

四
日
勘
奏
俗
、
彼
寺
解
状
云
、

国
司
陳
状
云
、

.

.

.

.

.

.
 .
 

寺
家
重
状
云
、

引
ゴ
勘
所
進
文
書
一
之
処
、

然
則
件
圧
為
二
往
古
領
一
之
上
、
康
和
宣
旨
可
レ
謂
一
一
規
模
ベ
早
可
レ

被
-
裁
免
一
敗
、
・
・
・
・
者
、
正
二
位
行
権
中
納
言
兼
左
兵
衛
督

藤
原
宗
忠
宜
、
奉
レ
勅
、
宜
下
任
-
康
和
四
年
宣
旨
↓
停
ゴ
止
国
司

妨
↓
令
中
寺
家
領
掌
上
者
、
国
宜
承
知
、
依
レ
宣
行
ν
之
者
、
寺
宜
承

知
、
牒
到
准
レ
状
、
故
牒
、

永
久
二
年
十
一
月
升
六
日
修
理
右
宮
城
判
官
正
五
位
下
左
大
史
兼
算
博
士
矯
磨
介
小
槻
宿
祢

左
少
弁
正
五
位
下
兼
行
木
工
頭
源
「
朝
島
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A
は
、
天
永
三
年
九
月
十
日
の
東
寺
解
状
を
う
け
、
太
政
官
が
丹
波

国
司
に
弁
明
を
求
め
た
九
月
二
十
三
日
奉
勅
問
宣
旨
で
あ
る
。
文
書
に

記
録
所
の
文
言
は
み
え
な
い
。
し
か
し
官
宣
旨
発
給
の
上
卿
は
記
録
所

上
卿
宗
忠
で
あ
り
、
奉
行
弁
は
記
録
所
弁
の
源
雅
兼
、
奉
者
は
記
録
所

寄
人
大
夫
史
小
槻
盛
仲
で
あ
る
。

B
で
は
、

A
を
う
け
て
十
二
月
二
十

三
日
付
け
で
丹
波
国
司
が
提
出
し
た
陳
状
に
も
と
，
つ
い
て
、
太
政
官
が

天
永
四
年
二
月
一
目
、
東
寺
に
証
拠
文
書
の
提
出
を
要
求
し
て
発
給
し

た
奉
勅
問
宣
旨
で
あ
る
。
宣
旨
発
給
の
上
卿
・
弁
・
史
は
A
と
同
様
、

記
録
所
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。

C
は
、
判
決
を
伝
え
る
裁
定
官
牒
で
あ
る
。

宛
先
が
大
寺
院
だ
か
ら
官
牒
で
あ
る
が
、
同
一
の
形
式
で
国
司
宛
て
に



天永の記録所について(下向井)

は
事
実
書
の
冒
頭
に
み
え
る
よ
う
に
官
符
が
出
さ
れ
た
。

C
か
ら
、
記
録
所
内
部
で
の
審
査
の
仕
方
が
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
。

す
な
わ
ち
東
寺
の
訴
状
・
国
司
の
陳
状
・
東
寺
の
重
状
が
出
そ
ろ
っ
た

時
点
で
、
上
卿
宗
忠
が
院
奏
を
経
て
、
両
当
事
者
が
提
出
し
た
文
書
を

記
録
所
に
下
し
、
記
録
所
で
は
審
理
(
寄
人
の
評
定
に
よ
る
「
勘
注
」

作
業
)
の
結
論
が
で
た
段
階
で
前
記
の
よ
う
な
寄
人
連
署
の
「
勘
注
状
」

を
作
成
し
て
上
卿
に
提
出
し
、
上
卿
か
ら
、
八
月
十
四
日
付
け
で
蔵
人

弁
を
通
じ
て
白
河
院
に
奏
上
し
た
の
が
事
実
書
一

1
二
行
目
に
み
え
る

「
記
録
庄
園
券
契
所
勘
奏
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

γ
勘
奏
を
う
け
た
院

は
、
院
近
臣
に
内
々
に
諮
問
し
た
り
(
院
中
沙
汰
)
、
陣
定
で
審
議
さ

せ
る
な
ど
し
て
心
証
を
形
成
し
、
院
の
指
示
に
よ
っ
て
記
録
所
勘
奏
に

も
と
づ
く
裁
定
官
符
・
官
牒
が
十
一
月
二
十
六
日
に
丹
波
国
司
・
東
寺

双
方
に
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
発
給
の
上
卿
・
弁
・
史
は
や
は
り
記
録

所
ス
タ
ッ
フ
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
審
理
・
院
奏
(
勘
奏
)
だ
け
が
記
録
所
の
業
務
で
は
な

く
、
太
政
官
の
名
に
お
い
て
行
う
、
訴
陳
状
の
受
理
、
弁
明
を
求
め
る

問
宣
旨
や
判
決
の
裁
定
官
符
・
官
牒
の
作
成
・
発
給
も
、
実
質
的
に
は

記
録
所
が
一
貫
し
て
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
記
録
所
が
、

上
卿
|
蔵
人
弁
!
大
夫
史
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
勝
訴
し
た
東
寺
が
大
山
荘
住
人
に
通
達
し
た

下
文
の
「
於
ニ
公
家
一
経
-
奏
聞
一
之
処
、
以
-
一
所
帯
文
書
ベ
被
レ
下
-
一
記
録

所
一
先
了
、
即
寺
家
申
旨
、
理
致
顕
然
之
由
、
勘
注
言
上
、
随
停
ゴ
止
国

司
之
妨
↓
偏
可
レ
為
~
弘
寸
領
一
之
由
、
被
レ
下
-
一
宣
旨
一
了
」
の
文
言
に
、
簡

潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
天
永
記
録
所
の
特
徴
は
、
基
本
的
に
は

延
久
・
保
元
、
さ
ら
に
は
文
治
の
記
録
所
に
も
共
通
す
る
。
以
上
の
検

討
を
踏
ま
え
て
記
録
所
と
太
政
官
と
の
関
係
を
図
解
し
て
示
せ
ば
左
の

と
お
り
で
あ
る
(
た
だ
し
、
相
論
審
理
の
場
合
を
想
定
し
て
作
図
)
。

係関の所録記』
」構機官政太

白
河
院

摂o1:l;鳥
政チ羽
忠金一天
実 4 皇

論
人

訴
人

内

4図

つ
ぎ
に
天
永
二
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
記
録
所
が
い
つ
ま
で
活
動
し

た
か
で
あ
る
が
、
い
ま
み
た
訴
訟
関
係
の
官
符
宣
旨
の
発
給
ス
タ
ッ
フ

の
変
化
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
経
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
ー
を
み
る
と
永

久
三
年
四
月
三
十
日
の
問
宣
旨
か
ら
上
卿
は
左
大
臣
源
俊
一
房
に
な
っ
て

お
り
、
永
久
二
年
十
一
月
二
十
六
日
以
降
三
年
四
月
三
十
日
以
前
に
記

録
所
は
解
散
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
設
置
期
間
は
、
三
年

数
カ
月
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
訴
訟
審
理
は
ふ
た
た
び
弁
官
局
「
官
底
」

が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
審
理
に
つ
い

て
い
え
ば
、
表
1
に
み
る
よ
う
に
、
実
務
は
か
つ
て
の
記
録
所
ス
タ
ッ

フ
(
弁
・
史
)
が
担
当
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
記
録
所
史
で
あ
る
大
夫

戸
十
槻
盛
仲
は
、
「
官
底
」
日
官
文
殿
を
統
括
す
る
文
殿
別
当
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
記
録
所
は
、
大
夫
史
H
文
殿
別
当
を
介
し
て
「
官
底
」
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延久および天永・永久期の荘園問題太政官文書

年月日 文書形式 宛所 論人 論所 日 的 宣下上卿 奉行弁 奉者(史)遺文

延久1，10，1 問宣旨 東寺 丹波国 寺領免田 免田本公験進上 源経長 藤原隆方 小槻孝信牢

延久1，10，7 問宣旨 東大寺 大和国 万弓郷田畠 大和国解により子細弁申 源経長 藤原伊房 小槻孝信 1040 

延久2，2，20 裁定官符 感神院 山域国愛宕郡 記録所勘奏により領掌 源経長 大江匡房 小槻孝信 1043 

延久2，7， 7 問宣旨 東大寺 美濃国 大井・茜部荘 国司弁申の加納子細言上 源経長 藤原伊房紀 1046 

延久2，7，24 問宣旨 東大寺 美濃国 大井・茜部荘 桑畠子細・免除宣旨進上 源経長 藤原伊房 紀 1048 

延久3，6，22 裁定官牒 薬勝寺 紀伊国 三上院回畠 記録所勘奏により免除 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1058 

延久3，6，24 裁定官符 摂津国司 正子内親王 正子内親王領 記録所勘奏により免除等 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 補11

延久3，6，30 裁定官符 美濃国司 東大寺 大井・茜部荘 記録所勘奏により免除 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1060 

延久4，3，13 裁定宣旨 醍醐寺 豊受宮 伊勢国営祢在 前祢宜度会連頼妨の停止 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1074 

延久4，9， 5 裁定官牒 石清水 荘園34箇所 記録所勘奏で領掌・停止 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1083 

天永2，10，12問宣旨 東大寺 興福寺 伊賀国黒田仙 記録所対決に文書進上 藤原宗忠 源雅兼? 1756 

天永3，9，23 問宣旨 丹波国司 東寺 丹波国大山荘 東寺解状に対し子細言上 藤原宗忠 源雅兼 小槻盛{中 1773 

天永4，2， 1 問宣旨 東寺 丹波国 丹波国大山荘 国司の訴に対し公験進上 藤原宗忠 源雅兼 小槻盛仲 1790 

永久2，11，26 裁定官牒 東寺 丹波国 丹波国大山荘 記録所勘状で寺家領掌 藤原宗忠 源雅兼 小槻盛仲 1811 

永久3，4，30 問宣旨 東大寺 平正盛 伊賀国玉瀧仙 証文進上 源俊房 源雅兼? 1829 

永久4，3，14 同宣旨 東大寺 平正盛 伊賀国玉瀧柚 公験正文進上 源俊房 源雅兼 小槻盛仲 1851 

永久4，3，18 問宣旨 東大寺 致妨輩 大和雑役免荘 進上公験 源俊房 源雅兼 小槻盛仲 1852 

表 1

古代中世編J)

(
「
文
殿
」
)
の
文
書
保
管
・
文
書
審
理
機
能
を
包
摂
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
記
録
所
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
審
理
機
能
が
「
官
底
」
へ
移
管
し
た
と

は
い
え
、
文
書
実
務
は
連
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
記
録
所
停
止
で
変

わ
っ
た
こ
と
と
い
え
ば
、
寄
人
に
よ
る
評
定
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
記
録
所
が
解
散
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
私
は
、
寄
人
の
評

定
に
よ
る
集
中
審
理
を
必
要
と
す
る
本
来
の
任
務
が
完
了
し
た
か
ら
だ

と
考
え
る
。
で
は
寄
人
の
集
中
審
理
を
必
要
と
す
る
本
来
の
任
務
と
は

な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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註
(
1
)

石
井
進
「
天
永
二
年
の
伊
勢
神
宮
領
注
進
状
」
(
前
掲
)

(
2
)

『
兵
範
記
』
保
元
元
年
十
月
十
三
日
条
。
な
お
『
玉
葉
』
文
治
三
年

二
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
延
久
記
録
所
で
は
寄
人
は
五
人
で
あ
っ
た
ら

し
い
。

(
3
)

五
味
文
彦
「
荘
園
・
公
領
と
記
録
所
」
(
前
掲
)

(
4
)
今
正
秀
「
院
政
期
国
家
論
の
再
構
築
に
む
け
て
」
(
前
掲
)

(
5
)

拙
稿
「
王
朝
国
家
体
制
下
に
お
け
る
権
門
間
相
論
裁
定
手
続
に
つ
い

て
」
(
前
掲
)

(
6
)

東
大
寺
文
書
四
ノ
七
年
未
詳
記
録
荘
園
券
契
所
勘
注
案
(
「
平
安
遺

文
」
二
九

O
五
号
)
。
五
味
前
掲
註

(
3
)
論
文
は
こ
の
文
書
の
作
成

年
代
を
、
天
永
三
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
聞
に
比
定
し
て
い
る
。

(
7
)

佐
々
木
文
昭
「
平
安
・
鎌
倉
初
期
の
記
録
所
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)
、

五
味
前
掲
註

(
2
)
論
文
。
五
味
論
文
は
、
勘
奏
の
裁
許
へ
の
拘
束
力

の
有
無
、
独
自
文
書
の
発
給
の
有
無
か
ら
、
天
永
記
録
所
の
限
定
的
・

補
助
的
役
割
と
保
元
記
録
所
の
独
立
的
で
高
い
地
位
を
対
比
的
に
強
調

し
て
い
る
。



天永の記録所について(下向井)

(
8
)

東
寺
文
書
射
天
永
三
年
九
月
汁
三
日
官
宣
旨
案
(
「
平
安
遺
文
』

七
七
三
号
)

(
9
)

東
寺
文
書
射
天
永
四
年
二
月
一
日
宣
旨
(
「
平
安
遺
文
』
一
七
九
O

同
方
)

(
叩
)
東
寺
文
書
無
号
之
部
永
久
二
年
十
一
月
升
六
日
太
政
官
牒
(
「
平
安

遺
文
』
一
八
一
一
号
)

(
U
)

五
味
前
掲
註

(
3
)
論
文

(
ロ
)
東
寺
百
合
文
章
一
日
井
永
久
三
年
四
月
汁
五
日
東
寺
政
所
下
文
(
『
平
安

遺
文
』
一
八
二
二
号
)

(
日
)
橋
本
義
彦
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
」
(
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
選
書

一
九
八
六
年
初
出
「
岩
波
講
座
日
本
歴
史
古
代
4
』
岩
波
書
庖

一
九
七
六
年
)
は
、
延
久
記
録
所
の
上
卿
・
弁
を
記
録
所
勘
奏
に
も
と

づ
く
裁
定
官
符
(
表
1
)
の
宣
下
上
卿
・
奉
行
弁
か
ら
解
明
さ
れ
た
が
、

以
上
の
分
析
は
橋
本
氏
の
手
法
に
示
唆
を
得
た
。

(
U
)

曽
我
良
成
「
官
務
家
成
立
の
歴
史
的
背
景
」
(
「
史
学
雑
誌
』
九
二
編

三
号
一
九
八
三
年
三
月
)
、
拙
稿
「
官
底
」
(
『
こ
と
ば
の
文
化
史
」

中
世
4

平
凡
社
一
九
八
九
年
八
月
)
、

一
一
、
天
永
記
録
所
の
設
置
目
的

通
説
で
は
、
天
永
記
録
所
の
設
置
目
的
は
、
国
司
・
権
門
間
の
訴
訟

審
理
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
通
説
に
対
し
て
以
下
の
よ
う

な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
他
の
記
録
所
が
、

権
門
寺
社
あ
る
い
は
諸
官
司
か
ら
一
斉
に
提
出
さ
せ
た
文
書
の
集
中
審

議
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
と
、
設
置
目
的
が
ま
っ
た
く
違
う
こ
と

を
ど
う
説
明
す
る
か
。
第
二
に
、
訴
訟
機
関
と
し
て
設
置
し
た
と
い
う

の
な
ら
、
わ
ず
か
三
年
で
解
散
し
た
理
由
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
解

散
し
た
永
久
二
、
三
年
の
時
点
で
、
国
街
荘
園
間
相
論
が
減
少
す
る
よ

う
な
状
況
が
現
出
し
た
と
は
思
え
な
い
。
第
三
に
、
天
永
記
録
所
の
正

式
名
称
は
「
記
録
荘
園
券
契
所
」
で
あ
り
、
こ
の
名
称
か
ら
、
天
永
の

場
合
も
提
出
さ
せ
た
荘
園
文
書
の
集
中
審
理
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
四
に
、
実
例
を
み
る
に
、
訴
訟
審
理
に
は
寄
人
の
全
員
が
参
加
し

て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
伊
賀
国
黒
田
荘
を
め
ぐ
る
東
大
寺

と
輿
福
寺
の
相
論
に
お
い
て
「
以
ニ
両
寺
解
状
井
調
度
文
書
等
ベ
被
レ
下

ニ
記
録
所
一
之
処
、
大
内
記
兼
文
章
博
士
藤
原
朝
臣
一
人
先
被
二
勘

由
一
二
と
い
う
よ
う
に
、
は
じ
め
文
章
博
士
藤
原
敦
光
一
人
が
勘
申
し

て
い
る
し
、
天
永
二
年
十
月
五
日
の
記
録
所
始
の
さ
い
の
九
条
前
太
政

大
臣
家
と
右
京
大
夫
家
俊
の
相
論
勘
注
で
も
、
参
仕
し
た
寄
人
は
大
夫

史
小
槻
盛
仲
・
六
位
史
友
貞
・
大
外
記
中
原
師
遠
・
明
法
博
士
三
善
信

貞
・
勘
解
由
次
官
藤
原
行
盛
の
五
人
で
あ
り
、
「
余
寄
人
不
参
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
(
「
中
右
記
』
)
。
前
掲
年
未
詳
記
録
庄
園
券
契
所
勘

注
状
の
署
判
者
は
、
右
の
五
人
に
文
章
博
士
藤
原
敦
光
を
加
え
た
六
人

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
少
な
い
人
数
で
相
論
勘
注
を
行
っ
て
い
る
こ
と

は
、
記
録
所
寄
人
評
定
に
と
っ
て
そ
れ
が
主
要
な
問
題
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
記
録
所
に
と
っ
て
訴
訟
審
理
は
、

あ
く
ま
で
副
次
的
機
能
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
他
の
記
録
所
と
の
一
貫
性
を
念
頭
に
お
い
て
、
天
永
記
録
所
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本
来
の
任
務
は
伺
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内

4

さ
て
石
井
進
氏
は
、
天
永
二
年
十
二
月
十
八
日
付
け
で
太
政
官
に
提

出
さ
れ
た
伊
勢
神
宮
領
注
進
状
の
存
在
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
(
天
永
二

年
の
伊
勢
太
神
宮
領
)
注
進
状
の
作
成
と
(
天
永
)
記
録
所
の
設
置
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
名
証
は
な
い
。
だ
が
・
・
・
こ
の
文
書
の
作
成
が
、

記
録
所
設
置
後
三
ヶ
月
の
十
二
月
十
八
日
で
あ
る
こ
と
は
、
時
期
的
に

み
て
両
者
間
の
関
連
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
天
永
の
太
神

宮
領
注
進
状
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
「
ま
っ
た
く
今
後
の
課
題
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
初
後
、
こ
の
貴
重
な
示
唆
は
顧
み
ら
れ
た
こ

と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
小
論
に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
な
示
唆

で
あ
り
、
小
論
の
構
想
も
、
石
井
氏
の
指
摘
に
導
か
れ
な
が
ら
組
み
立

て
た
も
の
で
あ
る
。
左
に
掲
げ
る
の
が
石
井
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た

天
永
二
年
神
宮
領
注
進
状
で
あ
る
。

二
所
太
神
宮
神
主

依
一
一
宣
旨
次
第
下
知
旨
↓
重
注
進
諸
国
神
戸
御
厨
立
券
年
紀
井

四
至
田
昌
本
数
及
供
祭
物
物
等
事

一
伊
勢
国
以
下
略
之

一
志
摩
国坂

手
御
厨
以
下
略
之

国
崎
神
戸
国
造
頁
進

東
限
海

四
至

西
限
山

南
限
奈
久
佐
浜

北
限
一
松
井
輔
瞳
埼

回
捌
段
二
百
四
十
歩

畠
供
祭
物
、
内
宮
方
、
毎
年
三
度
御
祭
由
貴
御
館
料
、
水
取
胞
升

七
束
、
玉
貫
抱
升
七
束
、
甘
掻
胞
百
汁
束
、
栄
螺
百
升
束
、
津

布
十
二
龍
、
荒
蛎
十
二
龍
、
塩
六
斤
、
直
会
料
胞
六
束
、
又
六

節
御
費
、
定
丁
部
十
人
、
度
別
鯛
十
隻
、
胞
五
十
具
、
栄
螺
五

十
具
、
所
-
一
供
進
一
也
、

外
宮
方
、
三
度
御
祭
由
貴
御
撰
料
、
水
取
胞
汁
一
束
、
玉
抜
胞

升
一
束
、
甘
掻
胞
百
升
束
、
津
布
十
二
龍
、
荒
蛎
十
二
龍
、
塩

六
斤
井
二
宮
朝
夕
御
撰
勤
料
、
定
丁
部
升
人
、
備
斗
進
魚
貝
↓

又
六
節
御
賛
同
一
内
宮
一
突
、

石
井
氏
は
「
徴
古
文
府
』
二
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
文
書
が
、
伊
勢
太

神
宮
領
注
進
状
の
一
部
、
国
崎
神
戸
に
関
す
る
部
分
の
放
書
で
あ
り
、

「
国
崎
神
戸
古
文
書
写
井
図
」
(
御
亙
清
直
氏
所
蔵
本
の
転
写
本
、
東

大
史
料
編
纂
所
架
蔵
N
O
ロ・

U
G
・
叶
)
所
収
同
文
書
の
最
初
に
「
二
宮

供
進
御
厨
御
園
神
戸
嶋
之
事
天
永
二
年
」
、
「
増
補
国
崎
神
戸
主
(
昭

和
十
年
二
月
国
崎
漁
業
組
合
)
所
収
同
文
書
の
最
初
に
も
「
二
宮
供

進
御
厨
御
薗
神
戸
島
々
事
天
永
二
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文

書
が
天
永
二
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
証
さ
れ
た
。
そ

し
て
「
平
安
遺
文
」
四
六
七
一
号
に
採
録
さ
れ
て
い
る
、
「
元
永
二
年

十
二
月
十
八
日
豊
受
太
神
宮
松
山
御
厨
注
進
状
案
」
の
内
容
が
、
ま
さ

に
「
話
国
神
戸
御
厨
立
券
年
紀
井
四
至
田
昌
本
数
及
供
祭
物
等
」
に
つ

い
て
順
を
追
っ
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
紀
の
「
元
永
」
は
「
天

永
」
の
誤
写
と
断
定
さ
れ
、
本
来
は
国
崎
神
戸
の
伝
来
文
書
と
同
一
の
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天永の記録所について(下向井)

注
進
状
の
一
部
の
技
書
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
天
永
二

年
の
伊
勢
神
宮
領
注
進
状
の
作
成
時
点
が
十
二
月
十
八
日
で
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
石
井
氏
は
以
上
の
考
証
を
踏
ま
え
て
、
天
永

二
年
の
記
録
所
設
置
と
伊
勢
太
神
宮
領
注
進
と
の
関
連
性
を
示
唆
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
天
永
二
年
太
神
宮
領
注
進
状
は
、
「
宣
旨
次
第
下
知
旨
」

に
よ
っ
て
「
諸
国
神
戸
御
厨
立
券
年
紀
井
四
至
田
昌
本
数
及
供
祭
物
物

等
事
」
を
注
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
言
は
、
延
久
荘
園
整
理

令
の
「
諸
荘
園
・
所
在
領
主
・
田
畠
惣
数
」
の
注
進
令
、
保
元
荘
園
整

理
令
の
六
・
七
条
の
「
社
領
井
神
事
用
途
」
「
寺
領
井
仏
事
用
途
」
の

注
進
令
と
よ
く
似
て
い
る
。
つ
ま
り
伊
勢
太
神
宮
領
注
進
令
は
伊
勢
太

神
宮
領
御
厨
整
理
令
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
他
の

記
録
所
が
、
そ
の
時
期
発
令
さ
れ
た
集
中
審
理
作
業
を
伴
う
荘
園
整
理

令
の
執
行
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
天
永
の
記
録
所
を
、

伊
勢
太
神
宮
領
の
集
中
審
理
を
伴
う
太
神
宮
領
整
理
令
の
執
行
機
関
と

し
て
設
置
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
道
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

太
神
宮
領
整
理
令
と
天
永
記
録
所
の
関
連
を
も
っ
と
追
究
し
て
み
よ

・
「
ノ
。

。。

白
河
院
政
期
の
伊
勢
太
神
宮
領
政
策
に
つ
い
て
は
、
建
久
三
年
(
一

一
九
二
)
八
月
の
太
神
宮
領
注
進
状
の
、

己
上
件
神
戸
・
御
厨
等
、
依
ニ
康
和
三
年
八
月
汁
一
日
宣
旨
一
検

ゴ
注
進
一
一
建
立
年
限
、
四
至
・
回
畠
本
数
、
注
供
祭
物
済
数
一
之
処
、

永
久
三
年
六
月
十
七
日
被
レ
下
一
一
宣
旨
一
了
、
其
子
細
見
二
嘉
承
三
年

七
月
升
九
日
神
宮
注
文
井
永
久
宣
旨
一
、
何
副
-
一
進
之
↓

と
い
う
記
載
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
天
永
二

年
十
二
月
十
八
日
伊
勢
太
神
宮
領
注
進
状
は
「
昏
一
注
進
諸
国
神
戸
御
厨

立
券
年
紀
井
四
至
田
昌
本
数
及
供
祭
物
物
等
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二

度
目
の
注
進
で
あ
っ
た
が
、
第
一
回
目
の
注
進
は
、
康
和
三
年
(
一
一

O
二
八
月
二
十
一
日
宣
旨
で
命
じ
ら
れ
、
嘉
承
三
年
(
一
一

O
八
)

七
月
二
十
九
日
に
提
出
さ
れ
た
。
康
和
三
年
八
月
宣
旨
の
「
建
立
年
限

・
四
至
・
田
畠
本
数
・
供
祭
物
済
数
」
と
い
う
文
言
は
、
天
永
二
年
の

文
言
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
り
、
伊
勢
太
神
宮
領
整
理
令
が
最
初
に
出

さ
れ
た
の
は
、
康
和
三
年
八
月
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
注
進
令
に

も
と

e

つ
い
て
七
年
後
の
嘉
承
三
年
七
月
二
十
九
日
に
太
神
宮
か
ら
太
神

宮
領
注
文
が
提
出
さ
れ
た
。
奇
妙
な
の
は
注
進
令
か
ら
七
年
も
た
つ
て

よ
う
や
く
注
進
状
が
提
出
さ
れ
、
提
出
後
も
た
だ
ち
に
集
中
審
理
を
は

じ
め
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
石
井

氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
建
久
三
年
注
進
状
に
「
景
去

寛
治
・
保
元
・
長
寛
之
比
、
依
一
一
宣
旨
一
度
々
難
レ
被
一
一
尋
問
↓
掛
畏
二
所

太
神
宮
御
撰
間
事
、
顕
露
有
レ
恐
、
厳
重
異
二
子
諸
社
一
之
故
、
不
レ
令
ニ

注
申
一
之
旨
具
也
」
と
、
過
去
何
度
と
な
く
「
二
所
太
神
宮
御
韻
」
に

関
す
る
「
相
折
帳
」
の
提
出
要
求
を
拒
絶
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
う
か

が
え
る
よ
う
に
、
注
進
状
の
提
出
を
渋
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
提
出
し
て
か
ら
も
整
理
基
準
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
太
神
宮
と
の
間
で
合

意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
整
理
作
業
す
な
わ
ち
注
進
状
の
集
中
審

理
を
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
嘉
承
三
年
太
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神
宮
領
注
進
状
の
三
年
後
の
天
永
二
年
九
月
、
記
録
所
が
設
置
さ
れ
、

記
録
所
が
置
か
れ
て
三
ヶ
月
後
、
二
度
目
の
太
神
宮
領
注
進
状
が
提
出

さ
れ
た
。
白
河
院
は
、
太
神
宮
と
折
衝
し
、
基
本
的
に
太
神
宮
の
満
足

で
き
る
基
準
で
整
理
作
業
を
行
う
こ
と
を
約
束
し
て
、
重
ね
て
太
神
宮

領
の
注
進
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
、
太
神
宮
領
注
進
状
に
記

載
さ
れ
た
個
別
御
厨
・
御
薗
の
集
中
審
理
を
行
う
作
業
チ

l
ム
と
し

て
、
記
録
所
が
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

記
録
所
が
開
設
さ
れ
て
一
年
半
が
経
っ
た
天
永
四
年
間
三
月
、
源
師

時
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
(
『
長
秋
記
』
九
日
条
)
。

頭
弁
参
ニ
左
府
一
、
申
云
、
来
十
八
日
公
卿
勅
使
可
下
令
ニ
奉
行
一
給

H

明
日
可
レ
有
レ
定
、
於
-
h
口
時
勘
文
一
者
、
於
ニ
所
方
一
勘
レ
之
可
ニ
奉

下
一
之
由
、
所
ニ
存
恩
給
一
也
、
又
天
仁
二
年
以
往
伊
勢
太
神
宮
勘
ゴ

申
御
厨
停
止
子
細
¥
官
可
-
一
勘
注
一
之
由
、
有
-
一
宣
旨
↓
御
答
云
、

奉
幣
事
可
-
一
奉
行
↓
但
於

-h時
一
者
、
猶
上
卿
可
ν
勘
之
由
、
所
レ

(
大
カ
)

存
也
、
先
例
如
レ
此
、
於
ニ
御
厨
事
一
者
口
事
也
、
賜
一
一
宣
旨
書
-
可
レ

下
也
、
於
レ
弁
上
臆
奉
行
可
レ
宜
、
便
貴
下
可
下
令
ニ
奉
行
一
給
上
之
者
、

頭
弁
申
云
、
日
時
事
両
例
共
存
、
上
卿
令
二
勘
申
一
給
伺
事
候
哉
、

御
厨
事
可
レ
随
レ
仰
者
、

(
7
)

他
に
関
連
す
る
記
事
が
な
い
の
で
解
釈
し
に
く
い
が
、
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
頭
弁
藤
原
実
行
が
左
大
臣
源
俊
房
の
と
こ
ろ
へ

行
っ
て
、
天
仁
二
年
(
一
一

O
九
)
以
前
に
国
司
が
停
止
し
た
太
神
宮

御
厨
の
停
止
理
由
を
「
官
」
(
官
底
日
文
殿
)
に
勘
注
す
る
よ
う
に
と

の
「
宣
旨
」
が
あ
り
ま
し
た
、
と
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
左
大
臣
は
、
御

厨
問
題
は
「
大
事
」
で
あ
る
か
ら
、
「
宣
旨
書
」
を
下
す
べ
き
で
あ
る
。

弁
は
上
臆
が
奉
行
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
貴
殿
が
奉
行
す
べ
き
で
あ

る
、
と
答
え
、
頭
弁
は
、
仰
せ
の
と
お
り
に
致
し
ま
し
ょ
う
、
と
述
べ

た
。
こ
こ
で
い
う
「
宣
旨
」
「
宣
旨
書
」
は
白
河
院
の
意
思
に
発
し
た

「
院
宣
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
す
で
に
記
録
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
に
、

官
底
H
文
殿
に
勘
申
さ
せ
て
い
る
の
は
、
「
官
底
」
に
保
管
さ
れ
て
い

る
個
別
御
厨
停
止
を
命
じ
た
天
仁
二
年
以
往
の
裁
定
官
符
宣
旨
案
を
資

料
に
し
な
け
れ
ば
、
停
止
理
由
を
勘
申
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

な
ぜ
白
河
院
は
こ
の
よ
う
な
停
止
理
由
の
勘
申
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う

A
M
 寛

徳
・
延
久
以
来
の
荘
園
整
理
政
策
に
そ
っ
て
、
国
司
は
、
「
初
任

例
状
官
符
」
「
新
宣
旨
」
に
も
と
づ
き
、
「
前
々
司
之
時
下
二
宣
旨
↓

令
レ
停
ゴ
止
彼
国
所
在
神
領
七
↑
所
-
之
刻
、
・
・
・
」
と
、
「
起
請
」
以

後
の
新
立
御
厨
を
次
々
に
停
止
し
て
き
た
。
停
止
の
見
直
し
時
点
と
さ

れ
た
天
仁
二
年
と
い
え
ば
最
初
の
太
神
宮
領
注
文
が
提
出
さ
れ
た
嘉
承

三
年
の
翌
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
天
仁
二
年
以
往
に
停
止
さ
れ
た
御

厨
は
、
神
宮
が
復
活
要
求
す
る
意
思
が
あ
る
な
ら
嘉
承
三
年
注
文
に
記

載
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
白
河
院
の
命
を
受
け
、
記
録
所
で
嘉
承
三
年
注

文
と
天
永
二
年
注
文
の
集
中
審
理
を
始
め
た
が
、
両
注
文
に
は
、
国
簡

が
「
起
請
以
後
」
の
新
立
御
厨
と
称
し
て
す
で
に
停
止
し
た
御
厨
の
多

く
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
停
止
し
た
ら
太
神
宮
の
猛
烈

な
反
発
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
白
河
院
は
記
録
所
に
対
し
、
新
立
を

理
由
に
国
司
が
停
止
し
た
太
神
宮
領
を
一
定
度
復
活
さ
せ
る
方
向
で
審

理
す
る
よ
う
命
じ
た
の
だ
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
官
底
日
文
殿
に
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命
じ
て
、
天
仁
二
年
以
往
の
裁
定
官
符
宣
旨
案
を
資
料
に
個
別
御
厨
の

停
止
理
由
を
勘
申
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
承
暦
四
年
(
一

O

八
O
)
に
国
司
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
た
遠
江
国
尾
奈
御
厨
は
、
建
久
注

文
に
、
永
久
三
年
宣
旨
に
登
載
さ
れ
た
「
往
古
神
領
」
の
一
つ
と
し
て

登
場
す
る
。
嘉
承
三
年
か
天
永
二
年
の
注
進
状
に
登
載
さ
れ
、
集
中
審

理
の
過
程
で
復
活
が
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
(
『
帥
記
』
承
暦
四

年
五
月
八
日
条
)
。

な
お
、
こ
の
白
河
院
の
指
示
の
十
日
後
、
白
河
院
の
発
議
で
「
新
制
」

が
出
さ
れ
た
が
、
院
の
何
せ
を
受
け
た
の
は
、
記
録
所
上
卿
の
宗
忠
で

あ
っ
た
(
「
殿
暦
』
天
永
田
年
閏
三
月
十
九
日
条
)
。
内
容
は
不
明
な
が

ら
こ
の
「
新
制
」
に
は
太
神
宮
領
問
題
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な

天永の記録所について(下向井)

こ
の
よ
う
な
曲
折
を
経
な
が
ら
永
久
三
年
(
一
一
一
五
)
六
月
十
七

日
太
神
宮
領
の
存
廃
を
決
定
し
た
宣
旨
が
出
さ
れ
、
太
神
宮
領
は
確
定

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
定
さ
れ
た
荘
園
は
「
往
古
神
領
」
と
し
て

無
条
件
の
領
有
権
が
認
め
ら
れ
、
建
久
三
年
注
文
で
も
成
立
過
程
と
そ

の
根
拠
を
い
ち
い
ち
あ
げ
な
く
て
も
、
「
嘉
承
注
文
」
と
「
永
久
宣
旨
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
承
認
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
宣
旨
が
出
さ
れ
る
数
カ
月
前
に
天
永
記
録
所
は
解
散

し
て
い
る
。
天
永
記
録
所
は
、
こ
の
よ
う
に
、
第
二
次
太
神
宮
領
注
文

が
提
出
さ
れ
る
直
前
に
設
置
さ
れ
、
太
神
宮
領
を
確
定
す
る
宣
旨
が
出

さ
れ
る
直
前
に
解
散
し
た
の
で
あ
る
。
太
神
宮
領
注
文
に
記
載
さ
れ
た

太
神
宮
御
厨
の
集
中
審
理
が
、
同
時
期
に
活
動
し
て
い
た
記
録
所
ぬ
き

に
行
わ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
天
永
記
録
所
は
、

伊
勢
太
神
宮
か
ら
注
進
さ
れ
て
き
た
太
神
宮
領
注
文
の
集
中
審
理
を
行

う
た
め
の
作
業
チ

l
ム
と
し
て
開
設
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
宣
旨
発
給
の
ま
え
に
解
散
し
た
の
は
、
集
中
審
理
作
業
と
い
う
任

務
を
最
終
的
に
完
了
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
開
設
に
当

た
っ
て
、
白
河
院
は
、
真
の
意
図
を
宗
忠
に
告
げ
ず
、
相
論
審
理
の
た

め
だ
と
あ
い
ま
い
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
白
河
院
や
公
卿
が

太
神
宮
問
題
を
話
題
と
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
「
非
レ
無
-
一
其
恐
ベ
可
レ

被
ニ
謝
申
一
欺
」
(
「
帥
記
』
承
暦
四
年
五
月
八
日
条
)
、
「
密
々
被
レ
仰
云
」

「
甚
恐
思
」
(
『
中
右
記
』
元
永
元
年
正
月
十
五
日
条
)
、
「
密
々
相
尋
云
」

(
同
保
安
元
年
六
月
二
十
八
日
条
)
と
み
え
る
、
太
神
宮
に
対
す
る
畏

怖
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
白
河
院
と
い
え
ど
も
、
伊
勢
の
神
罰
を
恐

れ
る
公
卿
に
あ
か
ら
さ
ま
に
太
神
宮
領
問
題
担
当
上
卿
を
務
め
よ
と
言

う
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

註
(
1
)

東
寺
文
書
無
号
之
部
永
久
二
年
十
一
月
汁
六
日
太
政
官
牒
(
「
平
安

遺
文
』
一
八
一
一
号
)
、
東
大
寺
文
書
四
ノ
七
年
未
詳
記
録
荘
園
券
契

所
勘
注
案
(
『
平
安
遺
文
」
二
九
O
五
号
)

(
2
)

天
永
三
年
九
月
日
伊
賀
国
黒
田
荘
勘
注
状
(
『
平
安
遺
文
』
一
七
七

六
号
)

(
3
)

石
井
進
「
天
永
二
年
の
伊
勢
神
宮
領
注
進
状
」
(
前
掲
)
。
石
井
氏
は
、

そ
の
後
「
日
本
歴
史
大
系
1
」
(
山
川
出
版
社
一
九
八
四
年
)
第
三

編
第
三
章
第
四
節
「
白
河
院
政
か
ら
鳥
羽
院
政
へ
」
に
お
い
て
「
白
河

上
皇
の
主
張
に
も
と
.
つ
い
て
、
延
久
の
例
に
な
ら
っ
た
記
録
荘
園
券
契

所
が
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
新
た
に
国
司
と
本
所
、
あ
る
い
は
本
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所
相
互
間
の
訴
訟
を
勘
決
す
る
機
能
が
加
え
ら
れ
、
記
録
所
の
役
割
は

い
よ
い
よ
重
要
に
な
っ
た
。
こ
の
年
の
末
、
宣
旨
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮

領
の
諸
国
の
神
戸
御
厨
の
立
券
の
年
次
や
田
畠
の
面
積
、
貢
納
物
な
ど

を
い
ち
い
ち
注
進
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
記
録
所
も
ま
た
右
の
機

能
の
他
に
諸
本
所
の
荘
園
の
文
書
の
審
査
に
あ
た
っ
た
可
能
性
が
高

い
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。

(
4
)

た
と
え
ば
五
味
文
彦
「
前
期
院
政
と
荘
園
整
理
の
時
代
」
(
同
「
院

政
期
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
一
九
八
四
年
)
は
、
本
稿
と
同
じ

く
石
井
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
天
永
二
年
太
神
宮
領
注
進
状
を
も
利
用
し

て
当
該
期
の
伊
勢
太
神
宮
領
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
「
白
河
院

は
荘
園
整
理
政
策
を
全
く
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
荘
園
を
広
く

認
め
る
方
向
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。
天
永
二
年
に
置
か
れ
た
記
録
所

の
主
た
る
仕
事
が
荘
園
領
主
と
国
司
の
相
論
で
あ
っ
た
点
に
お
い
て
も

そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
、
石
井
氏
が
指
摘
さ
れ
た
天
永
記
録

所
と
太
神
宮
領
注
進
状
の
関
係
に
つ
い
て
は
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
な

お
五
味
氏
は
、
白
河
院
政
後
期
か
ら
荘
園
整
理
政
策
が
放
棄
さ
れ
た
例

証
と
し
て
永
久
三
年
宣
旨
を
あ
げ
て
い
る
が
、
永
久
三
年
宣
旨
自
体
、

太
神
宮
領
整
理
令
の
成
果
で
あ
り
、
荘
園
整
理
政
策
の
継
続
の
端
的
な

表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
荘
園
整
理
政
策
の
半
面
は
、
基
準
を
ク
リ

ャ
ー
し
た
荘
園
領
有
の
国
家
的
保
障
政
策
で
も
あ
り
、
荘
園
整
理
政
策

の
継
続
が
荘
園
公
領
制
を
成
熟
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
今
正
秀

「
院
政
期
国
家
論
の
再
構
築
に
む
け
て
」
(
前
掲
)
は
、
白
河
院
政
後

期
(
鳥
羽
院
政
期
)
荘
園
整
理
政
策
放
棄
論
を
的
確
に
論
破
し
て
い
る
。

(
5
)

『
増
補
国
崎
神
戸
誌
』
は
「
天
永
二
年
ノ
古
文
書
此
写
シ
ハ
国

崎
所
蔵
ノ
古
文
書
中
最
古
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、
専
ラ
国
崎
神
戸
ニ
関
ス
ル
部

分
ヲ
抜
抄
シ
テ
他
ノ
記
事
ヲ
省
略
シ
タ
ル
ハ
遺
憾
ト
云
フ
ベ
シ
」
と
解

説
し
て
い
る
と
い
う
(
石
井
前
掲
註

[
3
]
論
文
)
。

(
6
)

「
神
宮
雑
書
』
所
収
建
久
三
年
八
月
日
伊
勢
太
神
宮
神
領
注
文
(
『
鎌

倉
遺
文
』
六
一
四
号
)

(
7
)

『
大
日
本
史
料
」
(
第
三
編
之
十
四
)
一
二
九
頁
の
編
者
註
は
「
本
条

ノ
顛
末
、
詳
ナ
ラ
ズ
」
と
す
る
。

(
8
)

陽
明
文
庫
所
蔵
兵
範
記
仁
安
四
年
夏
巻
裏
文
書
年
欠
官
宣
旨
(
『
平

安
遺
文
』
四
八
四
九
号
)
。
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伊
|勢
伊太
勢神
太菅
埜領
ー呂 牽主

管蓮
νノ A、
七十 τ3 
尖g
品裏
員同

の
増
加

本
節
で
は
、
な
ぜ
十
二
世
紀
初
頭
に
太
神
宮
領
整
理
が
政
策
課
題
と

し
て
提
起
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず

十
一
世
紀
後
半
の
伊
勢
バ
神
宮
領
と
国
街
と
の
相
論
の
特
徴
を
具
体
例

を
と
お
し
て
み
て
み
よ
う
。
承
暦
四
年
(
一

O
八

O
)
五
月
八
日
の
陣

定
は
伊
勢
太
神
宮
と
遠
江
国
司
と
の
相
論
が
議
題
で
あ
っ
た
(
『
帥
記
」

承
暦
四
年
五
月
八
日
条
)
。
伊
勢
太
神
宮
司
の
訴
状
は
「
遠
江
守
源
基

清
が
尾
奈
御
厨
を
停
止
し
三
十
余
町
の
作
田
を
刈
り
取
っ
た
と
き
、
『
浜

名
本
神
戸
田
」
を
刈
り
加
え
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

す
る
国
司
の
陳
状
は
「
尾
奈
御
厨
は
『
起
請
』
以
後
に
建
立
し
た
も
の

で
、
前
司
藤
原
為
房
も
い
っ
た
ん
は
停
止
し
た
が
、
任
終
年
に
誰
か
の

要
請
を
受
け
て
免
判
を
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
(
し
た
が
っ

て
停
止
は
当
然
)
。
そ
れ
で
も
太
神
宮
側
が
「
免
除
之
理
」
が
あ
る
と



天永の記録所について(下向井)

い
う
の
で
、
『
検
回
畠
」
を
す
る
た
め
現
地
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
住
人

は
こ
と
ご
と
く
逃
去
し
て
い
た
。
そ
こ
で
し
ば
ら
く
住
人
宅
を
基
地
に

検
回
し
た
が
、
太
神
宮
側
が
そ
の
と
き
「
内
財
雑
物
』
を
掠
め
ら
れ
住

宅
を
焼
亡
さ
れ
た
と
訴
え
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
で
た
ら
め
で
あ
る

(
「
事
有
二
遼
遠
一
』
)
。
ど
う
し
て
雑
物
を
掠
取
し
た
り
一
屋
を
焼
亡
し

た
り
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
(
事
実
無
根
で
あ
る
)
。
ま
た
太
神
宮
側

が
『
本
神
田
』
が
刈
り
加
え
ら
れ
た
と
訴
え
た
の
で
、
た
だ
ち
に
返
還

し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
陣
定
で
は
国
司
陳
状
に
「
理
」
あ
り

と
判
断
し
た
が
、
「
本
神
戸
田
を
苅
り
加
え
た
の
は
お
そ
れ
お
お
い
こ

と
だ
か
ら
謝
罪
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
が
だ
さ
れ
た
。
公
卿
達
は
神

宮
の
訴
え
に
神
経
を
使
っ
て
い
る
。

十
一
川
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
、
駿
河
国
司
が
「
宣
旨
」
に
こ
と

よ
せ
て
国
内
神
領
七
ヶ
所
を
停
止
し
た
と
き
、
大
津
・
小
杉
の
両
御
厨

は
除
外
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
代
後
の
国
司
の
と
き
「
新
宣
旨
」
に
こ
と

よ
せ
て
小
杉
御
厨
の
住
人
沙
弥
寂
念
を
召
龍
め
「
官
物
」
弁
済
を
約
束

す
る
請
文
を
責
め
取
っ
た
の
で
、
太
神
宮
は
小
杉
御
厨
の
収
公
を
解
除

す
る
よ
う
太
政
官
に
訴
え
、
国
街
と
の
間
で
相
論
に
な
っ
た
。

嘉
保
元
年
(
一

pjル
四
)
十
一
月
十
一
日
、
伊
賀
国
司
は
次
の
よ
う

に
太
政
官
に
訴
え
た
。
八

O
O町
に
達
す
る
伊
勢
太
神
宮
神
民
と
東
大

寺
寄
人
ら
の
出
作
公
団
に
官
物
を
賦
課
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
本

所
之
威
勢
」
を
募
っ
て
「
官
物
」
を
弁
済
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
「
起

請
」
に
よ
れ
ば
「
(
寛
徳
二
年
以
後
の
)
新
立
圧
園
」
は
停
止
せ
よ
と

あ
る
が
、
新
任
国
司
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
宣

旨
」
を
出
作
等
に
下
さ
れ
、
「
宣
旨
」
の
権
威
に
よ
っ
て
「
官
物
」
を

徴
納
し
た
い
。
そ
れ
に
対
し
太
政
官
は
、
十
二
月
十
七
日
、
伊
賀
国
宛

て
に
太
神
宮
神
民
と
東
大
寺
の
「
出
作
」
か
ら
段
別
六
斗
の
所
当
官
物

を
弁
済
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
「
官
宣
旨
」
を
下
し
た
。
つ
い
で
永
長
二

年
(
一

O
九
七
)
二
月
二
十
九
日
に
も
、
伊
賀
国
に
「
官
使
」
を
派
遣

し
て
伊
勢
太
神
宮
神
戸
出
作
と
東
大
寺
領
玉
瀧
黒
田
両
荘
本
免
四
至
外

出
作
公
田
を
停
止
し
、
作
田
官
物
を
徴
済
さ
せ
る
宣
旨
が
出
さ
れ
た

《
に
そ
の
と
き
示
さ
れ
た
太
神
宮
神
戸
田
の
回
数
は
「
本
免
六
十
六
町

七
段
二
百
歩
」
に
対
し
、
「
出
作
公
団
五
百
余
町
」
に
達
し
て
い
た
。

以
上
の
事
例
か
ら
、
寛
徳
以
後
(
と
り
わ
け
延
久
以
後
)
、
伊
勢
太

神
宮
領
に
お
い
て
も
一
般
の
権
門
寺
社
と
同
様
に
、
新
任
国
司
が
「
宣

旨
」
「
新
宣
旨
」
を
背
景
に
、
神
民
ら
の
開
発
・
寄
進
に
よ
っ
て
激
増

し
た
「
御
厨
」
「
出
作
公
団
」
を
「
起
請
以
後
新
立
荘
園
」
と
認
定
し

て
停
止
・
官
物
徴
済
の
標
的
に
し
、
そ
れ
に
対
し
て
神
民
は
太
神
宮
の

「
威
勢
」
「
神
罰
」
を
背
景
に
、
官
物
対
拝
・
訴
訟
闘
争
を
展
開
す
る

と
い
う
状
況
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
太
神
宮
領
で
も
、

「
起
請
以
後
」
の
新
立
荘
園
停
止
、
「
出
作
」
か
ら
の
官
物
弁
済
と
い

う
荘
園
整
理
政
策
の
原
則
が
、
国
可
と
太
神
宮
神
民
と
の
暴
力
行
使
を

も
伴
う
係
争
地
争
奪
戦
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

太
神
宮
領
問
題
の
特
殊
性
は
、
皇
祖
神
の
神
威
に
あ
る
。
た
と
え
ば

遠
江
田
司
源
基
清
の
よ
う
に
、
「
陣
定
」
で
「
理
」
あ
り
と
さ
れ
な
が

ら
太
神
宮
に
謝
罪
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
り
、
神
民
の
強
訴
に
よ
っ

て
解
官
・
配
流
と
い
う
厳
し
い
処
分
を
う
け
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ

の
よ
う
な
な
か
で
太
神
宮
が
獲
得
し
た
強
力
な
武
器
は
、
太
神
宮
の
訴

え
に
繋
る
者
は
、
恩
赦
が
出
て
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
特
権
で
あ
る
。
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神社の訴えに繋る者の除外規定をもっ赦

赦の日付 典拠 赦の日付 典拠 赦の日付 典拠

治暦1，10， 18 O 扶桑 康和1，8，28 O 世紀 元永1，3，19 • 中右

3， 2，25 狩野 3， 3，29 殿暦 1， 4， 3 • 11 

4， 3，28 扶桑 4， 7，21 • 朝野 保安1，4，10 11 

延久1，11，24 史料 5， 6， 3 • 中右 1， 6，28 11 

2，22， 7 O 朝野 5， 7，25 • 狩野 3， 6， 御産

5， 3，18 狩野 長治1，2，10 • 中右 天治1，4，17 11 

承保1，9， 7 11 2， 3，24 • 11 1，12，28 中日

2，10，21 11 2， 12， 19 • 11 2， 5，24 御産

承暦1，5， 4 朝野 嘉承1，4， 9 永昌 大治1，1，17 中目

1， 8，16 水左 2， 7， 6 • 中右 1， 1，22 氷昌

1，11，17 自由記 2，11，29 続文 1，11， 
3， 12，30 扶桑 天仁1，10，6 • 中右 1， 12， 28 中右

4， 12，24 水左 2， 6，17 • 殿暦 4， 1， 7 狩野

永保1，2，10 O " 天永1，5，11 • 狩野 4， 6， 7 中右

応徳1，2， 7 O 永昌 1， 7，13 改元 4， 7，19 11 

寛治2，11，20 朔旦 1， 8，17 • 殿暦 5， 7， 2 • 11 3， 1， 7 O 狩野 2， 9，23 • 中右 5，10，25 • " 
4， 9，25 中右 3， 4，17 • M 天承1，1，29 • 改元

嘉保1，6， 5 11 3， 9，25 • 11 1， 7， 8 永昌

1， 12， 15 狩野 永久1，1， 7 狩野 長承1，3，13 中右

2， 9，21 • 中右 1， 6，23 殿暦 1， 8，11 
永長1，8， 2 • 狩野 1， 7，13 改元 1，10， 7 中右

1，12，17 中右 1， 9， 7 殿暦 3， 2，17 長秋

承徳、1，11，21 11 2，11，29 大記 保延1，4，22 中右

康和1，7，25 • 世紀 5， 3，12 • 狩野 1， 4，27 O 長秋

表 2

本表は、佐竹昭「平安中・後期の赦についてJ(f地域文化研究J9巻)に掲載された表

「赦文一覧」をもとに作成した。典拠の略称も佐竹論文表に拠った。 Oは神社一般、.

は伊勢を特定したもの。

た
と
え
ば
天
永
記
録
所
設
置
の
直
後

の
天
永
二
年
九
月
二
十
三
日
に
出
さ

れ
た
非
常
赦
に
お
い
て
(
『
中
右

記』)、
公
家
依
レ
有
-
一
御
慎
↓
可
レ
被
レ
行

-
一
非
常
赦
↓
但
触
二
伊
勢
大
神
宮

八
幡
宮
訴
一
者
、
非
ニ
赦
限
一
者
、

如
レ
此
事
多
可
レ
依
ニ
其
年
例
一
之

由
、
所
レ
被
-
一
仰
下
-
也
、

依
ニ
天
仁
二
年
例
一
可
レ
行
者
、

と
み
え
る
ご
と
く
で
あ
る
。
表
2
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
除

外
規
定
の
初
見
例
は
、
新
立
荘
園
停

止
政
策
が
強
力
に
進
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
十
一
世
紀
後
半
の
治
暦
元

年
(
一

O
六
五
)
で
あ
る
が
、
急
増

す
る
の
は
、
前
記
の
遠
江
国
司
源
基

清
が
訴
え
ら
れ
た
翌
年
の
永
保
元
年

(一

O
八
二
二
月
十
日
辛
酉
改
元

赦
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
し
た

い
の
は
、
緩
和
三
年
八
月
の
太
神
宮

領
注
進
令
H
太
神
宮
領
整
理
令
の
前

後
か
ら
嘉
承
三
年
七
月
注
文
・
天
永

二
年
十
二
月
重
注
文
の
提
出
の
翌
年
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に
い
た
る
期
間
は
、
毎
年
の
よ
う
に
赦
の
適
用
か
ら
伊
勢
太
神
宮
に
訴

え
ら
れ
た
者
を
除
外
す
る
と
い
う
規
定
が
赦
文
に
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
除
外
規
定
が
た
ん
な
る
形
式
的
文
言
で
は
な
い
こ
と
は
、
佐

竹
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
赦
文
作
成
に
あ
た
っ
て
「
或
伊
勢
、
或

八
幡
訴
、
宮
開
放
火
者
、
如
レ
此
輩
ハ
只
当
ニ
其
時
一
被
レ
拘
」
「
左
大
臣

不
レ
可
レ
拘
一
一
神
社
訴
一
由
被
一
一
仰
下
一
」
(
『
中
右
記
」
永
久
元
年
七
月
十

一
一
弔
条
)
、
「
今
度
知
事
一
被
レ
拘
者
一
欺
、
是
近
日
神
社
訴
申
依
レ
無
一
一
大
事
一

也
」
(
『
中
右
記
」
保
安
元
年
六
月
二
十
八
日
条
)
な
ど
、
実
際
に
神

社
の
訴
え
に
よ
っ
て
係
争
中
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
除
外
文
言
を
入
れ
る

と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
第
一
に
、
十
一
世
紀
八

0
年
代
以
降
、
御
厨
停
止
・

「
加
納
」
「
出
作
」
収
公
を
め
ぐ
っ
て
太
神
宮
が
国
司
を
訴
え
る
相
論

が
続
発
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
第
二
に
、
多
く
の
国

可
は
赦
に
会
え
な
い
リ
ス
ク
を
犯
し
て
ま
で
あ
え
て
太
神
宮
の
「
新
立

荘
園
」
「
出
作
」
の
停
止
・
収
公
の
挙
に
出
る
こ
と
を
た
め
ら
う
よ
う

に
な
っ
て
い
く
危
険
性
を
は
ら
ん
で
く
る
。
た
と
え
ば
後
年
、
国
司
か

ら
永
久
三
年
宣
旨
に
も
と
.
つ
い
て
「
神
戸
治
開
田
」
を
「
加
納
」
と
認

定
さ
れ
停
廃
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
尾
張
国
神
戸
司
は
、
「
治
暦
以
後

代
々
国
宰
」
は
「
宣
旨
」
を
申
請
し
て
「
新
立
所
々
井
加
納
」
を
停
廃

し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
い
わ
ゆ
る
一
国
令
H
国
司
初
任
検
注
)
、

「
神
戸
治
朝
刊
但
」
を
停
廃
の
対
象
に
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
、
と
抗

議
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
右
の
状
況
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
さ
ら
に
神
宮
領
の
と
め
ど
も
な
い
拡
大
に
歯
止
め
を
失
っ
て
い
く

こ
と
に
つ
な
が
る
。
白
河
院
と
ブ
レ
ー
ン
た
ち
は
そ
の
危
険
性
を
察
知

し
、
太
神
宮
領
整
理
令
を
立
案
し
、
太
神
宮
領
を
保
証
す
る
と
と
も
に

無
制
限
の
拡
大
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
赦
の
除

外
文
言
か
ら
み
る
な
ら
、
ち
ょ
う
ど
太
神
宮
領
の
注
進
が
命
じ
ら
れ
た

康
和
三
年
前
後
か
ら
審
理
作
業
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の

天
永
三
年
に
か
け
て
、
太
神
宮
に
よ
る
訴
訟
が
ピ

l
ク
に
達
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
が
(
表
2
)
、
集
中
審
理
作
業
の
進
展
を
知
っ
て
い
る
太

神
宮
が
、
審
理
作
業
が
完
了
す
る
ま
で
に
で
き
る
だ
け
御
厨
・
加
納
が

停
廃
さ
れ
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
に
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
さ
え
想
像
さ
れ
る
。

註
(
1
)

中
世
伊
勢
太
神
宮
領
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
「
荘
園

公
領
制
の
形
成
と
構
造
」
(
前
掲
)
、
棚
橋
光
男
「
中
世
伊
勢
神
宮
領
の

形
成
」
(
前
掲
書
所
収
)
、
村
岡
薫
「
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
神
人
強
訴
の

一
考
察
」
(
『
中
世
の
政
治
的
社
会
と
民
衆
像
』
所
収
三
一
書
房
一

九
七
六
年
六
月
)
、
勝
山
清
次
「
伊
勢
神
宮
伊
賀
神
戸
の
変
質
と
御
厨

・
御
園
の
形
成
」
(
「
三
重
県
史
研
究
」
二
号
一
九
八
六
年
三
月
)
な

戸」。

(
2
)

陽
明
文
庫
所
蔵
兵
範
記
仁
安
四
年
夏
巻
裏
文
書
年
未
詳
官
宣
旨
(
「
平

安
遺
文
』
四
八
四
九
号
)
。
こ
の
史
料
の
作
成
年
代
に
つ
い
て
五
味
文

彦
「
荘
園
・
公
領
と
記
録
所
」
(
前
掲
)
は
、
祭
主
大
中
臣
親
定
の
祭

主
在
任
期
間
(
『
公
卿
補
任
ど
か
ら
、
寛
治
五
年
(
一

O
九
二
十
二

月
九
日
か
ら
天
永
二
年
(
一
一
一
一
)
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
と
推
定

さ
れ
た
。

(
3
)

根
津
美
術
館
所
蔵
文
書
嘉
保
元
年
十
二
月
十
七
日
官
宣
旨
(
「
平
安

遺
文
』
一
コ
一
三
六
号
)
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(
4
)

東
大
寺
文
書
四
ノ
四
天
仁
二
年
九
月
二
十
六
日
官
勘
状
案
(
『
平
安

遺
文
』
一
七
一

O
号
)

(
5
)

「
出
作
」
「
加
納
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
坂
本
賞
三
『
荘
園
制
成
立

と
王
朝
国
家
」
(
前
掲
)
参
照
。

(
6
)

以
下
、
伊
勢
太
神
宮
に
訴
え
ら
れ
た
者
が
赦
か
ら
除
外
さ
れ
る
規
定

の
理
解
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
昭
「
平
安
中
・
後
期
の
赦
に
つ
い
て
」
(
『
地

域
文
化
研
究
』
九
号
一
九
八
四
年
二
月
)
に
全
面
的
に
負
っ
て
い
る
。

氏
の
研
究
に
依
拠
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
こ
ま
で
内
容
を
ふ
く
ら
ま

せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
稲
葉
佳
代
「
平
安
後
期
に
お
け

る
神
社
に
つ
い
て
|
赦
の
除
外
文
言
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
年
報
中
世

史
研
究
」
一
一
号
一
九
八
六
炉
五
月
)
も
参
照
。

(
7
)

『
史
料
大
成
』
は
「
今
度
無
被
物
敗
、
:
・
」
と
す
る
が
、
佐
竹
昭
氏

が
前
掲
註

(
6
)
論
文
で
本
文
の
よ
う
に
訂
正
さ
れ
た
。

(
8
)
近
衛
家
本
知
信
記
天
承
二
年
巻
裏
文
書
永
久
四
年
十
月
七
日
二
所
太

神
宮
重
申
状
(
『
平
安
遺
文
』
一
八
六
O
号
)

四
、
伊
勢
太
神
宮
領
整
理
令
の
効
果

白
河
院
が
天
仁
二
年
以
前
に
停
止
し
た
御
厨
の
再
審
理
を
命
じ
た
天

永
田
年
(
永
久
元
年
)
閏
三
月
か
ら
太
神
宮
領
が
確
定
し
た
永
久
三
年

に
か
け
て
は
、
伊
勢
太
神
宮
か
ら
の
訴
訟
は
提
起
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ

の
後
急
激
に
除
外
文
言
は
減
少
し
て
い
く
(
表
2
)
。
太
神
宮
は
訴
え

を
ひ
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
太
神
宮
は
永
久
三
年
宣
旨
を

あ
る
程
度
満
足
を
も
っ
て
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
太
神
宮
が
受
容
し
た

の
は
、
必
要
と
す
る
「
供
祭
物
」
(
神
事
用
途
)
を
調
達
し
う
る
だ
け

の
神
領
が
保
障
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
)

と
は
い
え
、
嘉
承
注
文
・
天
永
重
注
文
に
登
載
さ
れ
た
御
厨
の
中
で

も
、
天
永
記
録
所
の
整
理
作
業
に
よ
っ
て
停
廃
さ
れ
た
も
の
も
か
な
り

あ
っ
た
。
永
久
四
年
、
尾
張
国
所
在
太
神
宮
領
に
つ
い
て
二
所
太
神
宮

神
主
が
祭
主
に
訴
え
た
内
容
は
、
新
任
国
司
源
師
俊
が
永
久
三
年
宣
旨

で
停
止
が
決
定
さ
れ
た
「
加
納
」
「
散
在
神
民
私
領
」
を
収
公
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
相
論
で
古
3
4
う
と
思
わ
れ
る
。
永
久
三
年
は
国

司
高
階
為
遠
の
任
終
年
に
あ
た
り
、
公
文
完
済
を
期
す
た
め
に
停
止
・

収
公
を
ひ
か
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
新
司
師
俊
は
、
永
久
三
年
宣
旨

に
も
と
づ
き
本
免
五
百
余
町
・
新
免
二
百
余
町
だ
け
を
免
除
し
、
従
来

免
除
さ
れ
て
き
た
神
戸
四
至
内
治
開
田
五
百
四
十
町
を
「
加
納
」
と
認

定
し
、
在
庁
官
人
郡
司
等
に
命
じ
て
「
往
古
四
至
傍
示
」
を
破
棄
さ
せ
、

新
た
に
「
神
戸
最
中
」
を
割
い
て
「
国
領
堺
」
を
立
て
、
ま
た
従
来
「
国

例
」
に
よ
り
「
国
役
」
を
免
除
さ
れ
て
き
た
「
散
在
神
民
私
領
」
(
多

く
は
相
伝
私
領
で
は
な
く
、
他
国
人
々
が
領
知
し
て
い
る
と
い
う
)
を

「
改
易
」
し
た
。
こ
の
処
分
に
よ
っ
て
「
神
領
神
民
」
が
「
騒
動
」
し
、

「
六
月
御
祭
」
の
「
供
祭
物
」
が
不
足
し
た
と
い
う
。
か
か
る
「
神
領

神
民
騒
動
」
を
う
け
て
「
神
戸
可
井
治
開
田
預
安
倍
守
富
」
は
、
治
暦

以
後
代
々
国
司
は
宣
旨
に
も
と
，
つ
い
て
新
立
荘
園
加
納
を
停
止
し
て
き

た
が
、
「
神
戸
治
開
田
」
を
停
止
の
対
象
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、

そ
れ
を
「
加
納
」
と
称
す
る
の
は
ま
っ
た
く
の
「
無
実
」
で
あ
り
、
「
神

民
私
領
」
も
「
国
例
」
や
「
勅
符
」
に
よ
っ
て
従
来
「
国
役
」
を
免
除

さ
れ
て
き
た
、
と
二
所
太
神
宮
神
主
に
訴
え
た
。
そ
れ
を
神
主
は
祭
主

に
言
上
し
た
が
、
祭
主
は
再
度
の
一
一
一
口
上
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
「
被
-
一
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天永の記録所について(下向井)

仰
下
-
状
井
所
々
目
録
」
を
副
え
下
し
た
。
こ
の
「
被
一
一
仰
下
一
状
井
所

々
目
録
」
こ
そ
、
太
神
宮
に
下
さ
れ
た
永
久
三
年
宣
旨
と
、
宣
旨
で
確

定
さ
れ
た
尾
張
国
神
領
目
録
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
祭
主
は
、
こ
の
相

論
を
永
久
三
年
宣
旨
の
方
向
で
決
着
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
国
司
源
師
俊
は
元
永
二
年
(
一
一
一
九
)
十
二
月
十
五
日
ま
で
四

年
間
任
期
い
っ
ぱ
い
在
任
し
て
お
む
こ
の
相
論
で
処
罰
さ
れ
た
形
跡

は
な
い
が
、
永
久
五
年
三
月
十
二
日
の
非
常
赦
で
伊
勢
が
除
外
文
言
に

加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
相
論
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
(
表
2
)
。

ま
た
、
こ
の
相
論
か
ら
、
伊
勢
太
神
宮
領
整
理
の
基
本
原
則
が
、
「
新

立
荘
園
」
お
よ
び
「
加
納
」
の
停
止
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
と

も
に
、
永
久
三
年
宣
旨
を
背
景
に
国
司
が
そ
れ
ま
で
手
が
付
け
ら
れ
な

か
っ
た
太
神
宮
領
「
加
納
」
「
神
民
私
領
」
を
厳
し
く
停
廃
し
て
い
る

様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
永
久
五
年
に
は
太
神
宮
神
人
が
鎌
田
御
厨
と
安
津
野
御
厨
問

題
で
遠
江
守
源
基
俊
と
郎
従
を
訴
え
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
国
司

側
が
罪
科
に
処
さ
れ
て
い
る
(
『
中
右
記
」
元
永
元
年
正
月
十
五
日
条
、

三
月
二
十
九
日
条
)
。
係
争
中
の
元
永
元
年
三
月
十
九
日
お
よ
び
四
月

三
日
の
非
常
赦
で
伊
勢
が
除
外
さ
れ
て
い
る
(
表
2
)
。

そ
の
後
、
大
治
五
年
ご
二
ニ

O
)
ま
で
の
十
二
年
間
に
十
三
回
赦

が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
一
度
も
伊
勢
は
除
外
さ
れ
て
い
な
い
(
表
2
)
。

つ
ま
り
伊
勢
太
神
宮
が
御
厨
問
題
で
国
司
を
訴
え
る
と
い
う
事
態
が
発

生
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
国
街
と
在
地
神
人
の
間
で
「
神
人
私
領
」

「
加
納
」
を
め
ぐ
る
相
論
は
つ
ね
に
惹
起
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
太

神
宮
祭
主
は
「
永
久
三
年
宣
旨
」
の
枠
組
み
を
守
り
、
神
人
た
ち
の
永

久
三
年
宣
旨
の
枠
を
越
え
た
要
求
を
抑
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

大
治
四
年
十
一
月
ご
ろ
、
太
神
宮
祭
主
が
駿
河
国
司
を
訴
え
た
。
祭

主
が
、
駿
河
国
片
上
御
厨
か
ら
上
納
さ
れ
る
は
ず
の
供
祭
物
を
国
使
と

官
使
に
略
奪
さ
れ
、
数
百
人
の
武
士
に
神
人
が
暴
行
さ
れ
た
と
主
張
し

た
の
に
対
し
、
新
任
国
司
藤
原
忠
能
は
初
任
検
注
に
あ
た
っ
て
新
立
御

厨
だ
か
ら
官
使
と
と
も
に
停
廃
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
神
人
た
ち
が

官
使
ら
に
暴
行
を
加
え
た
の
だ
と
弁
明
し
て
い
る
。
十
二
月
二
目
、
陣

定
が
開
催
さ
れ
た
が
、
宗
忠
の
「
先
件
御
厨
被
レ
尋
レ
官
之
処
也
、
御
厨

或
停
廃
、
被
レ
立
宣
旨
被
レ
下
也
、
予
申
云
、
先
日
頭
弁
依
レ
仰
間
二
下
官

一
之
処
、
申
云
、
可
レ
立
之
由
、
己
被
レ
下
-
一
宣
旨
一
也
、
於
レ
今
者
可
レ
為
-
一

御
厨
-
欺
」
と
い
う
記
述
は
注
目
に
値
す
る
(
「
中
右
記
』
同
日
条
)
。

前
半
部
分
の
大
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
論
所
で
あ
る
片
上
御
厨
に

つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
「
官
」
に
勘
申
さ
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
御
厨
の
う
ち

「
停
廃
」
か
「
立
」
か
に
つ
い
て
は
「
宣
旨
」
が
下
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
「
官
」
と
は
大
夫
史
小
槻
氏
が
別
当
と
し
て
管
掌
す

る
「
官
底
」
(
官
文
殿
)
で
あ
る
。
{
目
文
殿
に
御
厨
の
存
廃
を
確
定
し

た
「
宣
旨
」
(
案
)
が
保
管
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
陣
定
に
先
立
っ
て
勘

申
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
厨
の
存
廃
を
確
定
し
た
「
宣
旨
」
と
は
、

永
久
三
年
宣
旨
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
半
部
分
の
宗
忠
の
発
言
の
大
意

は
次
の
と
お
り
。
先
日
頭
弁
が
鳥
羽
院
の
命
に
よ
っ
て
私
に
(
片
上
御

厨
に
つ
い
て
)
問
い
合
せ
に
き
た
の
で
、
私
は
、
「
立
つ
ベ
し
」
と
す

で
に
「
宣
旨
」
が
下
さ
れ
て
い
る
か
ら
「
御
厨
」
と
認
定
す
べ
き
だ
ろ

う
、
と
答
え
た
。
こ
こ
で
「
立
つ
ベ
し
」
と
い
う
宣
旨
は
も
ち
ろ
ん
永

久
三
年
宣
旨
で
あ
り
、
鳥
羽
院
が
宗
忠
に
諮
問
し
て
い
る
の
は
、
か
つ
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て
宗
忠
が
天
永
記
録
所
上
卿
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、

天
永
記
録
所
が
伊
勢
太
神
宮
領
整
理
令
の
執
行
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
。
宗
忠
自
身
、
永
久
三
年
宣
旨
案
を
自
邸
に
保
管
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
永
久
三
年
宣
旨
へ
の
登
載
の
有
無
が
国

司
と
太
神
宮
領
御
厨
と
の
相
論
の
裁
定
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
て
永
久
三
年
宣
旨
に
搭
載
さ
れ
た
御
厨
は
「
住
吉
神
領
」

と
し
て
無
条
件
に
領
有
権
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
中
世

伊
勢
太
神
宮
領
の
基
礎
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
永
久
三
年

宣
旨
に
よ
っ
て
太
神
宮
領
に
は
一
定
の
枠
が
は
め
ら
れ
、
以
後
、
無
秩

序
な
神
宮
領
拡
大
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註
(
1
)
(
付
記
1
)
で
ふ
れ
た
研
究
会
で
の
坂
本
賞
三
氏
の
御
指
摘
に
よ
る
。

(
2
)

近
衛
家
本
知
信
記
天
承
二
年
巻
裏
文
書
永
久
四
年
十
月
七
日
二
所
太

神
宮
重
申
状
(
「
平
安
遺
文
」
一
八
六

O
号
)

(
3
)

『
朝
野
群
載
』
(
巻
一
一
六
)
元
永
二
年
十
二
月
日
尾
張
国
司
解
・
『
公

卿
補
任
」
(
長
承
二
年
の
項
)
か
ら
、
永
久
二
年
十
二
月
十
六
日
に
補

任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
』
(
続
群

書
類
従
完
成
会
一
九
九
一
年
五
月
)
参
照
。

(
4
)

「
中
右
記
』
元
永
二
年
十
二
月
十
五
日
条
、
「
公
卿
補
任
』
(
長
承
二

年
の
項
)
。
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
』
(
前
掲
)
参
照
。

(
5
)

市
田
弘
昭
「
王
朝
国
家
期
の
地
方
支
配
と
荘
園
整
理
令
」
(
前
掲
)

参
照
。
藤
原
忠
能
の
補
任
は
、
大
治
四
年
二
月
十
七
日
(
『
中
右
記
』
『
長

秋
記
」
)
。
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
」
(
前
掲
)
参
照
。

(
6
)

国
司
は
初
任
検
注
の
整
理
基
準
で
あ
る
「
寛
徳
」
以
後
に
も
と
づ
い

て
停
止
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
(
研
究
会
で
の
今

正
秀
氏
の
御
指
摘
に
よ
る
)
。
し
か
し
、
太
政
官
に
提
訴
さ
れ
た
ら
、

太
神
宮
領
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
あ
ら
た
な
整
理
基
準
で
あ
る
永
久
三
年

宣
旨
が
裁
定
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
寛
徳
」
以
後
と

い
う
基
準
は
し
だ
い
に
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
く
。

(
7
)

伊
勢
太
神
宮
領
整
理
令
が
中
世
伊
勢
太
神
宮
領
の
形
成
に
い
か
な
る

作
用
を
与
え
た
か
は
、
従
来
の
太
神
宮
領
研
究
の
成
果
に
学
び
な
が
ら
、

さ
ら
に
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
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む

び

す

本
稿
で
は
、
天
永
の
記
録
所
と
伊
勢
太
神
宮
領
整
理
令
の
関
係
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

(
一
)
天
永
記
録
所
は
、
白
河
院
の
意
思
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
上
卿

l
蔵
人
弁
|
寄
人
の
人
選
も
白
河
院
の
意
向
に
よ
っ
た
。
四
次
に
わ
た

る
記
録
所
の
共
通
の
特
徴
は
、
第
一
に
実
務
官
人
・
法
曹
官
人
か
ら
な

る
寄
人
の
評
定
に
よ
っ
て
集
中
審
理
し
、
統
一
見
解
を
作
成
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
上
卿
|
弁

l
史
と
い
う
太
政
官
政
務
処
理
ス
タ
ッ
フ
を
含
み
、

か
つ
弁
が
蔵
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
案
件
の
受
理
・
整
理
か
ら
、

天
皇
(
院
)
へ
の
奏
聞
、
寄
人
評
定
の
指
示
、
裁
定
官
符
の
作
成
・
発

給
ま
で
の
一
貫
処
理
を
行
う
こ
と
、
で
あ
る
。
天
永
記
録
所
の
開
設
期

間
は
天
永
二
年
九
月
か
ら
永
久
二
年
十
一
月
以
降
三
年
四
月
以
前
ま
で



天永の記録所について(下向井)

の
お
よ
そ
三
年
な
い
し
三
年
半
の
間
で
あ
っ
た
。

(
二
)
天
永
記
録
所
は
、
通
説
の
説
く
よ
う
な
国
司
・
権
門
間
の
訴
訟

審
理
を
主
要
な
目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
、
伊
勢
太
神
宮
領
御
厨
の
存

廃
に
つ
い
て
の
集
中
審
理
を
伴
う
太
神
宮
領
整
理
令
の
作
業
チ

l
ム
と

し
て
設
置
さ
れ
た
。
伊
勢
太
神
宮
領
整
理
令
は
、
康
和
三
年
八
月
宣
旨

に
も
と
，
つ
い
て
嘉
承
三
年
七
月
と
天
永
二
年
十
二
月
の
二
次
に
わ
た
っ

て
太
神
宮
か
ら
提
出
さ
れ
た
太
神
宮
領
注
進
状
の
集
中
審
理
を
経
て
、

永
久
三
年
六
月
宣
旨
で
太
神
宮
領
を
確
定
す
る
こ
と
で
完
了
し
た
。
天

永
記
録
所
の
開
設
期
間
は
、
注
進
状
の
集
中
審
理
期
間
に
対
応
し
、
集

中
審
理
作
業
が
最
終
的
に
完
了
し
た
段
階
で
解
散
し
た
。

(
三
)
十
一
世
紀
中
葉
以
後
、
伊
勢
太
神
宮
領
に
お
い
て
も
新
任
国
司

が
「
宣
旨
」
を
背
景
に
、
神
民
ら
の
開
発
・
寄
進
の
所
産
で
あ
る
「
御

厨
」
「
出
作
公
団
」
を
「
起
請
以
後
新
立
荘
園
」
と
認
定
し
て
停
止
し

た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
神
民
は
太
神
宮
の
「
威
勢
」
を
背
景
に
、
官
物

対
拝
・
訴
訟
闘
争
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
太
神
宮
領
問
題
の
特
徴
は
、

太
神
宮
の
訴
え
に
繋
る
者
は
赦
に
会
え
な
い
と
い
う
特
権
を
太
神
宮
が

獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
国
司
は
赦
に
会
え
な
い
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ

と
に
な
り
、
太
神
宮
領
の
と
め
ど
も
な
い
拡
大
の
危
機
に
直
面
す
る
に

い
た
っ
た
。
白
河
院
と
そ
の
ブ
レ
ー
ン
は
そ
の
危
険
性
を
察
知
し
、
太

神
宮
領
整
理
令
を
立
案
し
、
太
神
宮
領
を
規
制
の
枠
内
で
保
証
す
る
と

と
も
に
無
制
限
の
拡
大
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
。

(
四
)
永
久
三
年
宣
旨
で
太
神
宮
領
が
確
定
す
る
と
、
太
神
宮
は
そ
れ

を
あ
る
程
度
満
足
を
も
っ
て
受
容
し
た
。
永
久
三
年
宣
旨
へ
の
登
載
の

有
無
が
国
司
と
太
神
宮
と
の
相
論
の
裁
定
根
拠
と
さ
れ
て
お
り
、
永
久

三
年
宣
旨
に
登
載
さ
れ
た
御
厨
は
「
往
古
神
領
」
と
し
て
無
条
件
に
領

有
権
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
中
世
伊
勢
太
神
宮
領
の
基

礎
が
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
永
久
三
年
宣
旨
に
よ
っ
て
太
神

宮
領
に
は
一
定
の
枠
が
は
め
ら
れ
、
以
後
、
無
秩
序
な
太
神
宮
領
拡
大

を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

最
後
に
、
四
次
に
わ
た
る
記
録
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
政
策
課
題

に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。
延
久
記
録
所
は
、
長
久
造
内
裏
役
賦
課

を
契
機
に
表
面
化
し
始
め
た
荘
公
矛
盾
(
出
作
加
納
・
龍
作
公
団
問
題
)

の
激
化
に
対
応
し
、
一
国
平
均
役
賦
課
基
準
と
し
て
の
荘
公
区
分
の
明

確
化
を
課
題
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
天
永
記
録
所
は
、
神
威
と
赦
適
用

除
外
特
権
を
背
景
と
す
る
伊
勢
太
神
宮
領
の
無
制
限
の
拡
大
の
閉
止
と

引
き
換
え
に
「
往
古
神
領
」
を
保
障
す
る
こ
と
を
課
題
に
設
置
さ
れ
た
。

保
元
記
録
所
は
、
有
力
寺
社
権
門
の
荘
園
拡
大
運
動
と
そ
の
手
段
た
る

寺
社
強
訴
に
よ
る
国
家
権
力
分
裂
の
危
機
に
対
応
す
る
た
め
、
神
社
仏

寺
用
途
と
寺
社
領
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
で
神
事
仏
事
興
行
を
保
障
し
つ

つ
寺
社
領
の
際
限
な
き
拡
大
を
閉
止
す
る
こ
と
を
課
題
に
設
置
さ
れ

た
ι
文
治
記
録
所
は
、
(
朝
廷
側
の
意
図
と
し
て
は
)
治
承
寿
永
の
乱

の
過
程
で
転
倒
し
た
諸
司
便
補
保
、
難
済
が
つ
づ
く
諸
司
納
物
を
回
復

し
朝
廷
儀
式
に
最
低
限
必
要
な
用
途
を
確
保
す
る
こ
と
を
課
題
に
設
置

さ
れ
た
。
四
次
に
わ
た
る
記
録
所
は
後
期
王
朝
国
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段

階
で
緊
急
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
荘
園
公
領
政
策
を
遂
行
す
る
作
業

チ
l
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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註
(
1
)

今
正
秀
氏
は
、
前
稿
「
院
政
期
国
家
論
の
再
構
築
に
む
け
て
」
(
前

掲
)
を
ふ
ま
え
、
保
元
荘
園
整
理
令
を
後
期
王
朝
国
家
の
荘
園
整
理
政

策
の
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
論
文
を
準
備
し
て
い
る
。

(
2
)

勝
山
清
次
「
便
補
保
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
「
史
林
」
五
九
巻
六
号

一
九
七
六
年
一
一
月
)
、
星
野
公
克
「
太
政
官
厨
家
料
固
と
便
補
保
」
(
「
史

学
研
究
』
一
八
二
号
一
九
八
九
年
二
月
)
が
明
ら
か
に
し
た
、
建
久

年
間
に
お
け
る
諸
司
便
補
保
の
確
立
は
、
か
か
る
公
事
用
途
確
保
を
目

的
と
す
る
荘
園
公
領
政
策
の
成
果
で
も
あ
っ
た
と
理
解
し
た
い
。

(
一
九
九
二
年
二
一
月
コ
二
日
成
稿
)

(
付
記
1
)
小
論
は
、
一
九
九

O
年
九
月
一
九
日
の
古
代
史
読
書
会
で
取
り
上

げ
た
五
味
文
彦
氏
「
前
期
院
政
と
荘
園
整
理
の
時
代
」
(
レ
ポ
ー
タ
ー
鳥
谷
智

文
君
)
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
発
言
し
た
内
容
を
も
と
に
構
想
し
た
も
の
で

あ
る
。
読
書
会
の
数
日
後
、
今
正
秀
君
か
ら
、
私
の
発
言
内
容
の
核
心
部
分
は

石
井
論
文
に
書
い
で
あ
っ
た
、
と
知
ら
さ
れ
た
と
き
は
い
さ
さ
か
が
っ
か
り
し

た
。
ち
ょ
う
ど
坂
本
賞
三
先
生
が
退
官
さ
れ
た
年
に
あ
た
り
、
顔
ぶ
れ
は
、
今

(
O
、
D
一
年
)
・
鳥
谷

(
M
一
年
)
・
菅
真
城
・
松
本
久
美
子
・
上
村
俊
洋

(
四
年
)
の
諸
君
と
私
の
わ
ず
か
六
人
(
と
き
お
り
佐
竹
昭
氏
も
参
加
し
て
く

れ
た
)
。
菅
・
松
本
・
上
村
の
三
君
は
卒
論
を
か
か
え
て
お
り
、
年
度
後
半
は

今
・
鳥
谷
の
両
君
が
交
替
で
レ
ポ
ー
タ
ー
を
担
当
し
、
と
き
ど
き
私
が
加
わ
る

厳
し
い
運
営
で
あ
っ
た
が
、
メ
ン
バ
ー
の
呼
吸
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
楽
し
い
読

書
会
で
あ
っ
た
。
と
と
も
に
、
坂
本
先
生
の
存
在
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が

身
に
し
み
た
。
御
退
官
の
記
念
に
は
あ
ま
り
に
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
と
り
あ
え

ず
小
論
を
坂
本
先
生
に
献
呈
し
た
い
と
思
う
。

な
お
投
稿
後
の
一
九
九
三
年
一
月
二
九
日
の
広
島
古
代
史
研
究
会
月
例
会
で

発
表
し
た
さ
い
、
坂
本
先
生
、
佐
竹
・
今
両
氏
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
い
た
だ

い
た
。
そ
の
一
部
は
初
校
段
階
で
註
の
な
か
に
取
り
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(
付
記
2
)
本
誌
を
一
九
九
号
ま
で
と
に
も
か
く
に
も
刊
行
で
き
た
こ
と
を
、

委
員
と
し
て
苦
楽
を
共
に
し
た
諸
兄
と
と
も
に
祝
い
た
い
と
思
う
。
院
生
時
代

を
含
め
る
と
通
算
十
年
間
委
員
を
務
め
た
私
と
し
て
は
、
感
慨
も
ひ
と
し
お
で

あ
る
。
私
事
に
わ
た
る
が
、
多
少
書
道
の
心
得
の
あ
る
亡
父
に
頼
み
込
ん
で
、

何
度
か
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
日
本
史
部
会
の
垂
れ
幕
を
書
か
せ
た
こ
と
も
、
思
い

出
深
い
。
私
自
身
、
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
を
担
当
し
、
小
論
を
含
め
る
な

ら
五
編
の
論
文
を
執
筆
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
私
を
育
み
鍛
え
て
く
れ
た

『
史
学
研
究
」
に
、
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

(
付
記
3
)
本
稿
は
、
平
成
三
・
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
一
般
C
)
に

も
と
づ
く
「
平
安
時
代
の
『
諸
司
所
々
別
当
』
制
に
つ
い
て
の
研
究
」
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。
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A Study on the Ten'ei-Kirokusho (~7i<~2~p1T) 
--the Purpose of Founding Kirokushos--

by Tatsuhiko Shimomukai 

In this paper, I explained the following problems, about Ten'ei-Kirokusho. 

(1) The general character of Kirokusho was to give the common opinion by means of 

Yoriuds' (% A) discussion, and to manage matters from beginning to end. 

(2) The Ten 'ei Kirokusho was a working group on Ise-daijingU-ryo seirirei (:tf!l!'8~lt~ 

lJ.%) . 

(3) In the middle part of 11c, Ise-daijingft acquired the right to let those who was sued 

by Ise-daijingfi not be able to be accord general amnesty. Consequently Ise-daij

ingU-ryo incresaed explosively. So the ex-Emperor Shirakawa (B foJ) issued Ise-daij

ingft-ryo seirirei, and he would guarantee Ise-daijingft-ryo within the limits of regula

tion and control unlimited increase. 
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